
規 則

�愛媛県規則第１８号
養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則

養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則（昭和６２年愛媛県規則第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条関係）

徴収基準額表

別表第１（第３条関係）

徴収基準額表

省略 省略

注１ 省略

２ この表のＤ１階層からＤ１９階層までにおける「所得税の

額」とは、所得税法（昭和４０年法律第３３号）、租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）及び災害被害者に対する租税

の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第１７５号）

の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等（厚

注１ 省略

２ この表のＤ１階層からＤ１９階層までにおける「所得税の

額」とは、所得税法（昭和４０年法律第３３号）、租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）及び災害被害者に対する租税

の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第１７５号）

の規定
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生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。）に係

る取扱いについて（平成２３年７月１５日付け雇児発０７１５第１

号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「取扱通

知」という。）の定めるところによつて計算された所得税

の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次

の規定は、適用しないものとする。

�～� 省略

３～８ 省略

別表第２（第３条関係）

徴収基準額表

によつて計算された所得税

の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次

の規定は、適用しないものとする。

�～� 省略

３～８ 省略

別表第２（第３条関係）

徴収基準額表

省略 省略

注１ 省略

２ この表のＤ１階層からＤ１４階層までにおける「所得税の

額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対

する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定並びに取

扱通知の定めるところによつて計算された所得税の額をい

う。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定

は、適用しないものとする。

�～� 省略

３～７ 省略

注１ 省略

２ この表のＤ１階層からＤ１４階層までにおける「所得税の

額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対

する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定

によつて計算された所得税の額をい

う。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定

は、適用しないものとする。

�～� 省略

３～７ 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則別表第１及び別表第２の規定は、平成２４年１月分以後の徴収額について適

用し、平成２３年１２月分以前の徴収額については、なお従前の例による。

�愛媛県規則第１９号
墓地、埋葬等に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

墓地、埋葬等に関する法律施行細則の一部を改正する規則

墓地、埋葬等に関する法律施行細則（昭和２４年愛媛県規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１条 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号。以下

「法」という。）第１０条第１項の墓地の新設は、次の各号のいず

れかに該当する場合のほかは、これを許可しない。

� 使用者の増加又は区画整理等のため、従来の墓地が著しく狭

あいとなり、町等 公共団体が共同墓地として願い出るとき。

� 町等 公共団体の管理に属する共同墓地の新設が不可能であ

つて、事情やむを得ないと認められ、かつ、寺院又は教会より

願い出るとき。

� 省略

� 公共事業の実施に伴い墳墓を移転することが必要な場合にお

いて、当該墳墓又はこれに代わる新たな墳墓を設置するため必

要があると認められるとき。

第２条 法第１０条第１項の規定による許可を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書を

知事に提出しなけれ

ばならない。

�～� 省略

第１条 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号。以下

「法」という。）第１０条第１項の墓地の新設は、次の各号のいず

れかに該当する場合のほかは、これを許可しない。

� 使用者の増加又は区画整理等のため、従来の墓地が著しく狭

あいとなり、市町等公共団体が共同墓地として願い出るとき。

� 市町等公共団体の管理に属する共同墓地の新設が不可能であ

つて、事情やむを得ないと認められ、かつ、寺院又は教会より

願い出るとき。

� 省略

第２条 法第１０条第１項の規定による許可を受けようとする者は、

次の各号 を記載した申請書正副２通を、その墓地、納骨堂

又は火葬場を管轄する保健所長を経由して、知事に提出しなけれ

ばならない。

�～� 省略
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２ 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

�～� 省略

� 町経営 であるときは、その町議会 の議決書の謄本

� 省略

２ 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

�～� 省略

� 市町経営であるときは、その市町議会の議決書の謄本

� 省略

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２０号
愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則（昭和２７年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条、第５条関係）

衛生環境研究所使用料表

別表第１（第４条、第５条関係）

衛生環境研究所使用料表

検査分類 試験項目
検体

の量
単位

使用料金

額
検査分類 試験項目

検体

の量
単位

使用料金

額

１～１３

省略

１～１３

省略

１４ 放射

能測定

ア ガンマ線核種分析

（３核種以内）

� 灰化を要しない

もの（液体試料を

除く。）

� 灰化を要しない

もの（液体試料に

限る。）

検査

に必

要な

量

同

１検体

同

１８，０００円

１５，０００円

イ アの項試験項目の

欄に掲げるガンマ線

核種分析に合わせて

行うガンマ線核種分

析

同 １核種 ３，０００円

１５ 省略 １４ 省略
せつ

１６ 排泄

物、分
ぴ

泌物及

び浸出

物

ア 省略
せつ

１５ 排泄

物、分
ぴ

泌物及

び浸出

物

ア 省略

イ 細菌培養同定検査
くう

� 口腔、気道又は

呼吸器からの検体

� 消化管からの検

体

� その他の部位か

らの検体

同

同

同

１，２８０円

１，２８０円

１，１２０円

イ 細菌培養同定検査
くう

� 口腔、気道又は

呼吸器からの検体

� 消化管からの検

体

� その他の部位か

らの検体

同

同

同

１，１２０円

１，１２０円

９６０円

ウ 簡易培養 省略 ウ 簡易培養検査 省略

エ 省略 エ 省略

オ 抗酸菌検査

� 分離検査

オ 抗酸菌検査

� 分離検査
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ａ 抗酸菌分離培

養（液 体 培 地

法）

ｂ 抗酸菌分離培

養（それ以外の

もの）

� 抗酸菌同定

同

同

同

１，８４０円

１，６８０円

２，９６０円

ａ 抗酸菌分離培

養検査１

ｂ 同２

� 同定検査

同

同

同

１，６００円

１，４４０円

２，３２０円

カ 薬剤感受性検査

� 抗酸菌

� 一般細菌

同

１検体

１菌種

１検体

２菌種

１検体

３菌種

以上

３，０４０円

１，３６０円

１，７６０円

２，２４０円

カ 薬剤感受性検査

� 抗酸菌

� 一般細菌

同

１検体

１菌種

１検体

２菌種

１検体

３菌種

以上

２，４００円

１，１２０円

１，４４０円

１，８４０円

キ 微生物核酸同定検

査
りん

� 淋菌核酸検出、

クラミジア・トラ

コマチス核酸検出

� 抗 酸 菌 核 酸 同

定、結核菌群核酸

検出

� マイコバクテリ

ウム・アビウム及

びイントラセルラ

ー（ＭＡＣ）核酸

検出

� ブドウ球菌メチ

シリン耐性遺伝子

検出

省略

省略

省略

１検体 ３，３６０円

キ 微生物核酸同定検

査
りん

� 淋菌、クラミジ

アトラコマチス

� 結核菌、抗酸菌

群

� マイコバクテリ

ウムアビウム・イ

ントラセルラー

� ブドウ球菌メチ

シリン耐性遺伝子

同定検査

省略

省略

省略

１検体 ３，４４０円

ク 微生物同定検査

� 大腸菌ベロトキ

シン定性

� 大腸菌血清型別

省略

省略

ク 微生物同定検査

� 大腸菌ベロトキ

シン検出検査等

� 大腸菌抗原同定

検査

省略

省略

１７ 血清

等

（梅毒反

応及びそ

の他の血

清反応）

ア 梅毒脂質抗原使用

検査

� 梅 毒 血 清 反 応

（ＳＴＳ）定性

� 梅 毒 血 清 反 応

（ＳＴＳ）

省略

省略

１６ 血清

等

（梅毒反

応及びそ

の他の血

清反応）

ア 梅毒脂質抗原使用

検査

� 定性法

� 定量法

省略

省略

イ ＴＰＨＡ反応

� 梅毒トレポネー

マ抗体定性

� 梅毒トレポネー

マ抗体定量

省略

省略

イ ＴＰＨＡ反応

� 定性法

� 定量法

省略

省略

ウ レプトスピラ抗体 省略 ウ レプトスピラ抗体

価測定

省略

エ Ｗｅｉｌ－Ｆｅｌ 省略 エ ワイルフェリック 省略

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号
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ｉｘ反応 ス反応

オ トキソプラズマ抗

体定性

１検体 ２００円 オ トキソプラズマ抗

体価測定

１検体 ２１０円

１８ 臨

床病

理

血

液

省略 １７ 臨

床病

理

血

液

省略
しょう

末梢血液像（鏡検法） 同 ２００円 血液像 同 １４０円

ヘモグロビンＡ１Ｃ 同 ３９０円 ヘモグロビンＡ１Ｃ 同 ４００円

省略 省略

Ｃｏｏｍｂｓ試験 省略 クームス試験 省略

総ビリルビン、アルブ
たん

ミン、総蛋白、尿素窒

素、クレアチニン、ア

ルカリホスファターゼ

、尿酸、コリンエス

テ ラ ー ゼ、γ―ＧＴ

、中性脂肪、無機成

分等

省略 総ビリルビン、アルブ
たん

ミン、総蛋白、尿素窒

素、クレアチニン、ア

ルカリフォスファター

ゼ、尿酸、コリンエス

テ ラ ー ゼ、γ―ＧＴ

Ｐ、中性脂肪、無機成

分等

省略

省略 省略

ＨＤＬ―コレステロー

ル、総 コ レ ス テ ロ ー

ル、アスパラギン酸ア

ミノトランスフェラー

ゼ（ＡＳＴ）、アラニ

ンアミノトランスフェ

ラーゼ（ＡＬＴ）、無

機リン及びリン酸

省略 ＨＤＬ―コレステロー

ル、総 コ レ ス テ ロ ー

ル、アスパラギン酸ア

ミノトランスフェラー

ゼ（ＡＳＴ）、アラニ

ンアミノトランスフェ

ラーゼ（ＡＬＴ）、Ｐ

及びＨＰＯ４

省略

省略 省略

尿 省略 尿 省略
さ

沈渣（鏡検法） 同 ２１０円
さ

沈渣鏡検 同 ２００円

省略 省略

ポルフィリン定性等 １検体

１項目

８０円

省略 省略
ふん

糞

便

ふん

糞

便

潜血反応 同 ７０円

省略 省略

１９ ウイ

ルス（

脳死及

び心停

止後の

臓器提

供者検

査以外

のもの

）

省略 １８ ウイ

ルス（

脳死及

び心停

止後の

臓器提

供者検

査以外

のもの

）

省略

ウ イ ル ス 抗 体 価（定

性・半定量・定量）

１抗原

又は１

型

６３０円 ウイルス抗体価測定 １抗原

又は１

型

６４０円

ＨＴＬＶ―�抗体定性 省略 ＨＴＬＶ―１抗体（Ｐ

Ａ法）等

省略

ＨＴＬＶ―�抗体（ウ

エスタンブロット法）

同 ３，５２０円 ＨＴＬＶ―１抗 体 価

（ウエスタンブロット

法）

同 ３，６００円

ＨＩＶ―１抗体 省略 ＨＩＶ―１抗体（ＥＩ

Ａ法、ＰＡ法）

省略

ＨＩＶ―１、２抗体定

性

１検体

１項目

１，０１０円 ＨＩＶ―１、２抗 体

（ＥＩＡ法、ＰＡ法、

免疫クロマト法）

１検体

１項目

１，０４０円
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単純ヘルペスウイルス

抗原定性

省略 単純ヘルペスウイルス

特異抗原

省略

ＨＩＶ―１抗体（ウエ

スタンブロット法）

省略 ＨＩＶ―１抗体価（ウ

エスタンブロット法）

省略

ＨＩＶ―２抗体（ウエ

スタンブロット法）

省略 ＨＩＶ―２抗体価（ウ

エスタンブロット法）

省略

ＨＢｓ抗原定性・半定

量

省略 Ｂ型肝炎関連抗原抗体

検査

（ＨＢｓ抗原）

省略

ＨＢｓ抗体定性 省略 同

（ＨＢｓ抗体）

省略

ＨＣＶ抗体定性・定量 省略 ＨＣＶ抗体価精密測定 省略

ＨＣＶ核酸検出 省略 ＨＣＶ核酸同定検査 省略

ＳＡＲＳコロナウイル

ス核酸検出

省略 ＳＡＲＳコロナウイル

ス核酸増幅検査

省略

２０ 省略 １９ 省略

２１ 免疫

学的検

査（脳

死及び

心停止

後の臓

器提供

者検査

以外の

もの）

省略 ２０ 免疫

学的検

査（脳

死及び

心停止

後の臓

器提供

者検査

以外の

もの）

省略

リンパ球刺激試験（Ｌ

ＳＴ）

省略 リンパ球幼若化検査 省略

省略 省略

結核菌特異的インター

フェロン－γ産生能

同 ５，０４０円
たん

結核菌特異蛋白刺激性

遊離インターフェロン

測定

同 ４，８００円

省略 省略

２２ 病理

学的検

査

染色体検査 １検体 ２１，８４０円 ２１ 病理

学的検

査

染色体検査 １検体 ２０，８００円

同（分染法） 同 ２５，０４０円 同（分染法） 同 ２４，０００円

省略 省略

２３ 省略 ２２ 省略

２４ 省略 ２３ 省略

２５ 省略 ２４ 省略

２６ 採取 採血（静脈） １検体 １２０円 ２５ 採取 採血（静脈） １検体 １００円

省略 省略

２７ 省略 ２６ 省略

附 則

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則別表第１の規定は、この規則の施行の日以後の試験等の依頼に係る使

用料について適用し、同日前の試験等の依頼に係る使用料については、なお従前の例による。

�愛媛県規則第２１号
児童福祉法施行細則及び障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

児童福祉法施行細則及び障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則

（児童福祉法施行細則の一部改正）
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第１条 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（委任）

第１条 児 童 福 祉 法（昭 和２２年 法 律 第１６４号。以 下「法」と い

う。）第３２条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１５３条第２項の規定により、次に掲げる知事の権限は、児童相談

所長に委任する。

� 法第２１条の５の１０の規定による市町が行う通所給付決定に係

る業務に関する協力及び援助に関すること。

�の２ 法第２４条の３第１項の規定による入所給付決定（法第２４

条の２第２項の規定による障害児入所給付費の額の決定（法第

２４条の５の規定による認定を含む。）、法第２４条の３第６項の

規定による入所受給者証の交付及び児童福祉法施行規則（昭和

２３年厚生省令第１１号。以下「施行規則」という。）第２５条の９

の規定による負担上限月額等の通知を含む。）に関すること。

� 法第２４条の４第１項の規定による入所給付決定の取消し（同

条第２項の規定による入所受給者証の返還の受理を含む。）に

関すること。

� 省略

�の２ 法第２４条の２４第１項の規定による入所者が満２０歳に達す

るまでの障害児入所給付費等の支給の決定に関すること。

�～�の２ 省略

�及び� 削除

�～	 省略


 第８条の５の規定による障害児入所医療受給者証の交付に関

すること。

�～� 省略

２ 法第３２条第２項及び地方自治法第１５３条第２項の規定により、

次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。

� 省略

�の２ 法第２１条の５の３第１項の規定による指定障害児通所支

援事業者の指定に関すること（法第２１条の５の２４の規定による

公示を除く。）。

�の３ 法第２１条の５の１５第２項第１０号（法第２４条の９第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による指定障害児通所支

援事業者又は指定障害児入所施設の設置者に対する聴聞決定予

定日の通知に関すること。

�の４ 法第２１条の５の１６第１項の規定による指定障害児通所支

援事業者の指定の更新に関すること。

�の５ 法第２１条の５の１９の規定による指定障害児通所支援事業

者の指定に係る事項の変更又は事業の再開、廃止若しくは休止

の届出の受理に関すること（法第２１条の５の２４の規定による公

示を除く。）。

�の６ 法第２１条の５の２０第１項（法第２４条の１４の２において準

用する場合を含む。）の規定による便宜の提供に係る連絡調整

及び助言その他の援助に関すること（２以上の地方局の所管区

域にわたるものに関するものを除く。）。

�の７ 法第２１条の５の２１第１項（同条第４項において準用する

場合を含む。）の規定による指定障害児通所支援事業者等に対

（委任）

第１条 児 童 福 祉 法（昭 和２２年 法 律 第１６４号。以 下「法」と い

う。）第３２条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１５３条第２項の規定により、次に掲げる知事の権限は、児童相談

所長に委任する。

� 法第２４条の３第１項の規定による施設給付決定（法第２４

条の２第２項の規定による障害児施設給付費の額の決定（法第

２４条の５の規定による認定を含む。）、法第２４条の３第６項の

規定による施設受給者証の交付及び児童福祉法施行規則（昭和

２３年厚生省令第１１号。以下「施行規則」という。）第２５条の９

の規定による負担上限月額等の通知を含む。）に関すること。

� 法第２４条の４第１項の規定による施設給付決定の取消し（同

条第２項の規定による施設受給者証の返還の受理を含む。）に

関すること。

� 省略

�～�の２ 省略

� 法第６３条の２第１項及び第２項の規定による在所期間の延長

及び措置の変更に関すること。

� 法第６３条の３第１項の規定による措置に関すること。

�～	 省略


 第８条の５の規定による障害児施設医療受給者証の交付に関

すること。

�～� 省略

２ 法第３２条第２項及び地方自治法第１５３条第２項の規定により、

次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。

� 省略
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する報告の徴収及び立入検査に関すること。

�の８ 法第２１条の５の２１第２項（同条第４項において準用する

場合を含む。）の規定による当該職員の身分を示す証明書の交

付に関すること。

�の９ 法第２１条の５の２２第１項の規定による指定障害児事業者

等に対する勧告に関すること。

�の１０ 法第２１条の５の２２第２項の規定による同条第１項の勧告

に従わない旨の公表に関すること。

�の１１ 法第２１条の５の２２第３項の規定による指定障害児事業者

等に対する措置命令に関すること（同条第４項の規定による公

示を除く。）

�の１２ 法第２１条の５の２２第５項の規定による指定障害児事業者

等に係る勧告を行う場合に該当する旨の市町からの通知の受理

に関すること。

�の１３ 法第２１条の５の２３第１項の規定による指定障害児通所支

援事業者の指定の取消し等に関すること（法第２１条の５の２４の

規定による公示を除く。）。

�の１４ 法第２１条の５の２３第２項の規定による指定障害児通所支

援事業者に係る取消し等の事由に該当する旨の市町からの通知

の受理に関すること。

�の１５ 法第２１条の５の２５第２項第１号（法第２４条の１９の２にお

いて準用する場合を含む。）及び第２４条の３８第２項第１号の規

定による業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理に関す

ること。

�の１６ 法第２１条の５の２５第３項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の３８第３項の規定による業務

管理体制の整備に関する事項の変更の届出の受理に関するこ

と。

�の１７ 法第２１条の５の２５第４項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の３８第４項の規定による区分

の変更の届出の受理に関すること。

�の１８ 法第２１条の５の２６第１項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の３９第１項の規定による指定

障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定

障害児相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査に関す

ること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人（知事

が所轄庁である者に限る。）に係るものを除く。）

�の１９ 法第２１条の５の２６第５項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の３９第５項において準用する

法第２１条の５の２１第２項の規定による当該職員の身分を示す証

明書の交付に関すること。

�の２０ 法第２１条の５の２７第１項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の４０第１項の規定による指定

障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定

障害児相談支援事業者に対する勧告に関すること（２以上の社

会福祉施設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に

限る。）に係るものを除く。）。

�の２１ 法第２１条の５の２７第２項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の４０第２項の規定による勧告

に従わない旨の公表に関すること（２以上の社会福祉施設を設

置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）に係る

ものを除く。）。

�の２２ 法第２１条の５の２７第３項（法第２４条の１９の２において準
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用する場合を含む。）及び第２４条の４０第３項の規定による指定

障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定

障害児相談支援事業者に対する措置命令に関すること（２以上

の社会福祉施設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である

者に限る。）に係るものを除き、法第２１条の５の２７第４項（法

第２４条の１９の２において準用する場合を含む。）及び第２４条の

４０第４項の規定による公示を除く。）。

�の２３ 法第２４条の２第１項の規定による指定障害児入所施設

の指定に関すること（法第２４条の１８の規定による公示を除

く。）。

� 法第２４条の１０第１項の規定による指定障害児入所施設 の指

定の更新に関すること。

� 法第２４条の１３の規定による指定障害児入所施設 の指定に係

る事項の変更の届出の受理に関すること。

�の２ 法第２４条の１４の規定による指定障害児入所施設 の指定

の辞退の申出の受理に関すること（法第２４条の１８の規定による

公示を除く。）。

�の３ 法第２４条の１５第１項の規定による指定障害児入所施設等

に対する報告の徴収及び立入検査に関すること。

�の４ 省略

�の５ 法第２４条の１６第１項の規定による指定障害児入所施設等

の設置者に対する勧告に関すること。

�の６ 省略

�の７ 法第２４条の１６第３項の規定による指定障害児入所施設等

の設置者に対する措置の命令に関すること（同条第４項の規定

による公示を除く。）。

�の８ 法第２４条の１７の規定による指定障害児入所施設 の指定

の取消し等に関すること（法第２４条の１８の規定による公示を除

く。）。

�の９ 法第２４条の３９第３項の規定による市町長からの要求の受

理に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法

人（知事が所轄庁である者に限る。）に係るものを除く。）。

�の１０ 法第２４条の３９第４項の規定による市町長への結果の通知

に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人

（知事が所轄庁である者に限る。）に係るものを除く。）。

�の１１ 法第２４条の４０第５項の規定による違反の内容の市町長に

対する通知に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社

会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）に係るものを除

く。）。

�～� 省略

�の２ 法第３４条の３第２項から第４項までの規定による障害児

通所支援事業等の開始、変更、廃止及び休止の届出の受理に関

すること。

�の３ 法第３４条の４の規定による児童自立生活援助事業の開

始、変更並びに廃止及び休止の届出の受理に関すること。

�の４ 法第３４条の５第１項の規定による障害児通所支援事業等

及び児童自立生活援助事業を行う者に対する報告の徴収及び立

入検査に関すること。

�の５ 法第３４条の５第２項において準用する法第１８条の１６第２

項の規定による当該職員の身分を示す証明書の交付に関するこ

と。

�の６ 法第３４条の６の規定による障害児通所支援事業等及び児

童自立生活援助事業を行う者に対する事業の制限及び停止の命

�の２ 法第２４条の２第１項の規定による指定知的障害児施設等

の指定に関すること（法第２４条の１８の規定による公示を除

く。）。

� 法第２４条の１０第１項の規定による指定知的障害児施設等の指

定の更新に関すること。

� 法第２４条の１３の規定による指定知的障害児施設等の指定に係

る事項の変更の届出の受理に関すること。

�の２ 法第２４条の１４の規定による指定知的障害児施設等の指定

の辞退の申出の受理に関すること（法第２４条の１８の規定による

公示を除く。）。

�の３ 法第２４条の１５第１項の規定による指定知的障害児施設等

に対する報告の徴収及び立入検査に関すること。

�の４ 省略

�の５ 法第２４条の１６第１項の規定による指定知的障害児施設等

の設置者に対する勧告に関すること。

�の６ 省略

�の７ 法第２４条の１６第３項の規定による指定知的障害児施設等

の設置者に対する措置の命令に関すること（同条第４項の規定

による公示を除く。）。

�の８ 法第２４条の１７の規定による指定知的障害児施設等の指定

の取消し等に関すること（法第２４条の１８の規定による公示を除

く。）。

�～� 省略

�の２ 法第３４条の３の規定による児童自立生活援助事業の開

始、変更並びに廃止及び休止の届出の受理に関すること。

�の３ 法第３４条の４第１項の規定による障害児通所支援事業等

及び児童自立生活援助事業を行う者に対する報告の徴収及び立

入検査に関すること。

�の４ 法第３４条の４第２項において準用する法第１８条の１６第２

項の規定による当該職員の身分を示す証明書の交付に関するこ

と。

�の５ 法第３４条の５の規定による障害児通所支援事業等及び児

童自立生活援助事業を行う者に対する事業の制限及び停止の命
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令に関すること。

�の７ 法第３４条の１２の規定による一時預かり事業の開始、変更

並びに廃止及び休止の届出の受理に関すること。

�の８ 法第３４条の１４第１項の規定による一時預かり事業を行う

者に対する報告の徴収及び立入検査に関すること。

�の９ 法第３４条の１４第２項において準用する法第１８条の１６第２

項の規定による当該職員の身分を示す証明書の交付に関するこ

と。

�の１０ 法第３４条の１４第３項の規定による一時預かり事業を行う

者に対する措置命令に関すること。

�の１１ 法第３４条の１４第４項の規定による一時預かり事業を行う

者に対する事業の制限及び停止の命令に関すること。

�の１２ 法第３４条の１５の規定による家庭的保育事業の開始、変更

並びに廃止及び休止の届出の受理に関すること。

�の１３ 法第３４条の１７第１項の規定による家庭的保育事業を行う

市町に対する報告の徴収及び立入検査に関すること。

�の１４ 法第３４条の１７第２項において準用する法第１８条の１６第２

項の規定による当該職員の身分を示す証明書の交付に関するこ

と。

�の１５ 法第３４条の１７第３項の規定による家庭的保育事業を行う

市町に対する措置命令に関すること。

�の１６ 法第３４条の１７第４項の規定による家庭的保育事業を行う

市町に対する事業の制限及び停止の命令に関すること。

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

� 法第４６条第１項の規定による児童福祉施設の最低基準の実施

の監督に関すること（県及び２以上の社会福祉施設（社会福祉

法（昭和２６年法律第４５号）第６２条第１項に規定する社会福祉施

設（養護老人ホーム及び軽費老人ホームを除く。）並びに保育

所、児童厚生施設及び児童家庭支援センター

に限る。以下この項において同じ。）を設置する者

（市町を除く。）に係るものを除く。）。

�の２～� 省略

� 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省

令第６３号）第３条第１項の規定による最低基準向上の勧告に関

すること（２以上の社会福祉施設を設置する者（市町を除

く。）に係るものを除く。）。

�の２ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３８条第２項

第６号の規定による児童の遊びを指導する者の認定に関するこ

と。

�・� 省略

� 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要

する費用の額の算定に関する基準（平成２４年３月厚生労働省告

示第１２２号）別表の規定に基づく指定通所支援等に要する費用

の額の算定に係る届出の受理に関すること。

３・４ 省略

（障害児入所給付費支給申請書等）

第８条 施行規則第２５条の７第１項及び第２５条の１９第１項に規定す

る申請書は、障害児入所給付費（特定入所障害児食費等給付費）

支給申請書兼利用者負担額減額（免除）申請書（様式第１２号）に

よるものとする。

令に関すること。

�の６ 法第３４条の１１の規定による一時預かり事業の開始、変更

並びに廃止及び休止の届出の受理に関すること。

�の７ 法第３４条の１３第１項の規定による一時預かり事業を行う

者に対する報告の徴収及び立入検査に関すること。

�の８ 法第３４条の１３第２項において準用する法第１８条の１６第２

項の規定による当該職員の身分を示す証明書の交付に関するこ

と。

�の９ 法第３４条の１３第３項の規定による一時預かり事業を行う

者に対する措置命令に関すること。

�の１０ 法第３４条の１３第４項の規定による一時預かり事業を行う

者に対する事業の制限及び停止の命令に関すること。

�の１１ 法第３４条の１４の規定による家庭的保育事業の開始、変更

並びに廃止及び休止の届出の受理に関すること。

�の１２ 法第３４条の１６第１項の規定による家庭的保育事業を行う

市町に対する報告の徴収及び立入検査に関すること。

�の１３ 法第３４条の１６第２項において準用する法第１８条の１６第２

項の規定による当該職員の身分を示す証明書の交付に関するこ

と。

�の１４ 法第３４条の１６第３項の規定による家庭的保育事業を行う

市町に対する措置命令に関すること。

�の１５ 法第３４条の１６第４項の規定による家庭的保育事業を行う

市町に対する事業の制限及び停止の命令に関すること。

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

� 法第４６条第１項の規定による児童福祉施設の最低基準の実施

の監督に関すること（県及び２以上の社会福祉施設（社会福祉

法（昭和２６年法律第４５号）第６２条第１項に規定する社会福祉施

設（養護老人ホーム及び軽費老人ホームを除く。）並びに保育

所、児童厚生施設、児童家庭支援センター及び精神障害者社会

復帰施設に限る。以下この項において同じ。）を設置する者

（市町を除く。）に係るものを除く。）。

�の２～� 省略

� 児童福祉施設最低基準 （昭和２３年厚生省

令第６３号）第３条第１項の規定による最低基準向上の勧告に関

すること（２以上の社会福祉施設を設置する者（市町を除

く。）に係るものを除く。）。

�の２ 児童福祉施設最低基準第３８条第２項第５号

の規定による児童の遊びを指導する者の認定に関するこ

と。

�・� 省略

３・４ 省略

（障害児施設給付費支給申請書等）

第８条 施行規則第２５条の７第１項及び第２５条の１９第１項に規定す

る申請書は、障害児施設給付費（特定入所障害児食費等給付費）

支給申請書兼利用者負担額減額（免除）申請書（様式第１２号）に

よるものとする。

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号

２６１



（障害児入所受給者証）

第８条の４ 法第２４条の３第６項に規定する入所受給者証は、障害

児入所受給者証（様式第１２号の４）によるものとする。

（障害児入所医療受給者証）

第８条の５ 知事は、法第２４条の３第４項に規定する入所給付決定

に係る障害児が法第２４条の２０に規定する障害児入所医療を受けよ

うとするときは、当該入所給付決定保護者に対し、障害児入所医

療受給者証（様式第１２号の５）を交付するものとする。

（委任）

第１０条 第８条から前条までに定めるもののほか、障害児入所給付

費、特定入所障害児食費等給付費、障害児入所医療費及び高額障

害児入所給付費に関し必要な事項は、知事が定める。

（指定障害児入所施設 の指定の辞退の申出）

第１３条 法第２４条の１４の規定による指定の辞退は、指定障害児入所

施設指定辞退申出書 （様式第１７号）を地方局長に提出して申し

出なければならない。

（指定障害児通所支援事業者等に関する公示）

第１４条 法第２１条の５の２４及び第２４条の１８の規定による公示は、こ

れらの規定に定めるもののほか、法第２１条の５の２４各号及び第２４

条の１８各号の措置に係る指定障害児通所支援事業者又は指定障害

児入所施設に関する次に掲げる事項について行うものとする。

� 省略

� 指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者

の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

� 指定障害児通所支援事業者にあつては、指定障害児通所支援

の種類

� 指定障害児入所施設にあつては、福祉型又は医療型の別

� 指定に係る障害児通所支援事業所又は指定障害児入所施設の

名称及び所在地

� 指定、届出、廃止又は指定の取消し若しくは辞退に係る年月

日

（指定障害児通所支援事業者等に関する市町村等への情報提供）

第１５条 知事は、法第２章第２節第１款及び第２款並びに第４節第

１款及び第２款の規定による指定、届出若しくは申出の受理又は

指定の取消し（以下「指定等」という。）をした

ときは、市町村その他知事が必要と認める者に対して、当該指定

等に係る指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設に関

する次に掲げる事項の全部又は一部の情報を提供するものとす

る。

� 省略

� 指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者

の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

及び住所

� 指定に係る障害児通所支援事業所又は指定障害児入所施設の

名称及び所在地

� 指定、届出、廃止又は指定の取消し若しくは辞退に係る年月

日

�・� 省略

� 指定障害児通所支援事業者にあつては、指定障害児通所支援

の種類

� 指定障害児入所施設にあつては、福祉型又は医療型の別

	 主たる対象者

（委任）

（障害児施設受給者証）

第８条の４ 法第２４条の３第６項に規定する施設受給者証は、障害

児施設受給者証（様式第１２号の４）によるものとする。

（障害児施設医療受給者証）

第８条の５ 知事は、法第２４条の３第４項に規定する施設給付決定

に係る障害児が法第２４条の２０に規定する障害児施設医療を受けよ

うとするときは、当該施設給付決定保護者に対し、障害児施設医

療受給者証（様式第１２号の５）を交付するものとする。

（委任）

第１０条 第８条から前条までに定めるもののほか、障害児施設給付

費、特定入所障害児食費等給付費、障害児施設医療費及び高額障

害児施設給付費に関し必要な事項は、知事が定める。

（指定知的障害児施設等の指定の辞退の申出）

第１３条 法第２４条の１４の規定による指定の辞退は、指定知的障害児

施設等指定辞退申出書（様式第１７号）を地方局長に提出して申し

出なければならない。

（指定知的障害児施設等 に関する公示）

第１４条 法第２１条の５の２４及び第２４条の１８の規定による公示は、同

条 に定めるもののほか、同条各号

の措置に係る指定知的障害児施設等

に関する次に掲げる事項について行うものとする。

� 省略

� 指定知的障害児施設等 の設置者

の 名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

� 指定知的障害児施設等 の

名称及び所在地

� 指定、届出、廃止又は指定の取消し若しくは辞退に係る年月

日

（指定知的障害児施設等 に関する市町村等への情報提供）

第１５条 知事は、法第２４条の２第１項の規定による指定、法第２４条

の１４の規定による指定の辞退の申出の受理又は法第２４条の１７の規

定による 指定の取消し（以下「指定等」という。）をした

ときは、市町村その他知事が必要と認める者に対して、当該指定

等に係る指定知的障害児施設等 に関

する次に掲げる事項の全部又は一部の情報を提供するものとす

る。

� 省略

� 指定知的障害児施設等 の設置者

の 名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

及び住所

� 指定知的障害児施設等 の

名称及び所在地

� 指定、届出、廃止又は指定の取消し若しくは辞退に係る年月

日

�・� 省略

（委任）
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第１６条 第１１条から前条までに定めるもののほか、指定障害児通所

支援事業者又は指定障害児入所施設の指定等に関し必要な事項

は、知事が定める。

（児童自立生活援助事業開始届出書等）

第３６条 法第３４条の４第１項の規定による届出は、児童自立生活援

助事業（小規模住居型児童養育事業）開始届出書（様式第３０号の

９）によるものとする。

（児童自立生活援助事業変更届出書等）

第３７条 法第３４条の４第２項の規定による届出は、児童自立生活援

助事業（小規模住居型児童養育事業）変更届出書（様式第３０号の

１０）によるものとする。

（児童自立生活援助事業廃止届出書等）

第３８条 法第３４条の４第３項の規定による届出は、児童自立生活援

助事業（小規模住居型児童養育事業）廃止（休止）届出書（様式

第３０号の１１）によるものとする。

（一時預かり事業開始届出書）

第３８条の２ 法第３４条の１２第１項の規定による届出は、一時預かり

事業開始届出書（様式第３０号の１２）によるものとする。

（一時預かり事業変更届出書）

第３８条の３ 法第３４条の１２第２項の規定による届出は、一時預かり

事業変更届出書（様式第３０号の１３）によるものとする。

（一時預かり事業廃止届出書等）

第３８条の４ 法第３４条の１２第３項の規定による届出は、一時預かり

事業廃止（休止）届出書（様式第３０号の１４）によるものとする。

（家庭的保育事業開始届出書）

第３８条の５ 法第３４条の１５第１項の規定による届出は、家庭的保育

事業開始届出書（様式第３０号の１５）によるものとする。

（家庭的保育事業変更届出書）

第３８条の６ 法第３４条の１５第２項の規定による届出は、家庭的保育

事業変更届出書（様式第３０号の１６）によるものとする。

（家庭的保育事業廃止届出書等）

第３８条の７ 法第３４条の１５第３項の規定による届出は、家庭的保育

事業廃止（休止）届出書（様式第３０号の１７）によるものとする。

（児童福祉施設設置、廃止、休止等の届出書等）

第３９条 法第３５条第３項の規定による届出は児童福祉施設設置届出

書（様式第３０号の１８）により、施行規則第３７条第２項の規定によ

る申請は児童福祉施設設置認可申請書（様式第３１号）により、同

条第４項から第６項までの規定による届出は児童福祉施設変更届

出書（様式第３１号の２）によるものとする。

２ 省略

（措置費国庫負担金及び県費負担金交付申請書）

第４３条 市町長（地方自治法第２５２条の２２第１項の中核市の長を除

く。次条第１項において同じ。）は、翌年度における法第５１条第

３号に規定する費用について、法第５３条の規定による国庫負担金

及び法第５５条の規定により県費負担金の交付を受けようとすると

きは、知事が別に指示する申請書に関係書類を添え、毎年３月１０

日までに２部を、市にあつては直接、町にあつては所轄の地方局

長を経て、知事に提出しなければならない。

２ 省略

第４７条 省略

（愛媛県障害児通所給付費等不服審査会の合議体）

第４８条 愛媛県障害児通所給付費等不服審査会（以下「審査会」と

いう。）の合議体（令第４４条の６第１項に規定する合議体をい

第１６条 第１１条から前条までに定めるもののほか、指定知的障害児

施設等 の指定等に関し必要な事項

は、知事が定める。

（児童自立生活援助事業開始届出書等）

第３６条 法第３４条の３第１項の規定による届出は、児童自立生活援

助事業（小規模住居型児童養育事業）開始届出書（様式第３０号の

９）によるものとする。

（児童自立生活援助事業変更届出書等）

第３７条 法第３４条の３第２項の規定による届出は、児童自立生活援

助事業（小規模住居型児童養育事業）変更届出書（様式第３０号の

１０）によるものとする。

（児童自立生活援助事業廃止届出書等）

第３８条 法第３４条の３第３項の規定による届出は、児童自立生活援

助事業（小規模住居型児童養育事業）廃止（休止）届出書（様式

第３０号の１１）によるものとする。

（一時預かり事業開始届出書）

第３８条の２ 法第３４条の１１第１項の規定による届出は、一時預かり

事業開始届出書（様式第３０号の１２）によるものとする。

（一時預かり事業変更届出書）

第３８条の３ 法第３４条の１１第２項の規定による届出は、一時預かり

事業変更届出書（様式第３０号の１３）によるものとする。

（一時預かり事業廃止届出書等）

第３８条の４ 法第３４条の１１第３項の規定による届出は、一時預かり

事業廃止（休止）届出書（様式第３０号の１４）によるものとする。

（家庭的保育事業開始届出書）

第３８条の５ 法第３４条の１４第１項の規定による届出は、家庭的保育

事業開始届出書（様式第３０号の１５）によるものとする。

（家庭的保育事業変更届出書）

第３８条の６ 法第３４条の１４第２項の規定による届出は、家庭的保育

事業変更届出書（様式第３０号の１６）によるものとする。

（家庭的保育事業廃止届出書等）

第３８条の７ 法第３４条の１４第３項の規定による届出は、家庭的保育

事業廃止（休止）届出書（様式第３０号の１７）によるものとする。

（児童福祉施設設置、廃止、休止等の届出書等）

第３９条 法第３５条第３項の規定による届出は児童福祉施設設置届出

書（様式第３０号の１５）により、施行規則第３７条第２項の規定によ

る申請は児童福祉施設設置認可申請書（様式第３１号）により、同

条第４項から第６項までの規定による届出は児童福祉施設変更届

出書（様式第３１号の２）によるものとする。

２ 省略

（措置費国庫負担金及び県費負担金交付申請書）

第４３条 市町長（地方自治法第２５２条の２２第１項の中核市の長を除

く。次条第１項において同じ。）は、翌年度における法第５１条第

２号に規定する費用について、法第５３条の規定による国庫負担金

及び法第５５条の規定により県費負担金の交付を受けようとすると

きは、知事が別に指示する申請書に関係書類を添え、毎年３月１０

日までに２部を、市にあつては直接、町にあつては所轄の地方局

長を経て、知事に提出しなければならない。

２ 省略

第４７条 省略

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号
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様式第１２号を次のように改める。

う。）を構成する委員の定数は、５人とする。

（審査会の細則）

第４９条 前条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項

は、会長が審査会に諮つて定める。

様式第１７号（第１３条関係） 指定障害児入所施設指定辞退申出書 様式第１７号（第１３条関係） 指定知的障害児施設等指定辞退申出書

指定障害児入所施設指定辞退申出書

省略

指定知的障害児施設等指定辞退申出書

省略

注 省略

様式第３０号の８（第３５条の３関係） 児童自立生活援助実施申込書

注 省略

様式第３０号の８（第３５条の３関係） 児童自立生活援助実施申込書

省略 省略

児童自立生活援

助の実施を希望

する理由

児童自立生活援

助の実施を希望

する理由

入居を希望する

住居の名称及び

所在地

省略 省略

注 省略

様式第３０号の１８（第３９条関係） 省略

注 省略

様式第３０号の１５（第３９条関係） 省略

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号
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様式第１２号（第８条関係） 障害児入所給付費（特定入所障害児食費等給付費）支給申請書兼利用者負担額減額（免除）申請書

障害児入所給付費（特定入所障害児食費等給付費）支給申請書兼
利用者負担額減額（免除）申請書

年 月 日
愛媛県 児童相談所長 様

住 所
保護者

氏 名 �

保

護

者

フリガナ
生 年 月 日 年 月 日

氏 名

居 住 地
（郵便番号 ― ）

連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号

提出者の欄は、保護者以外の者が申請書を提出する場合に記入すること。

提

出

者

フリガナ
保護者との
関 係氏 名

住 所
（郵便番号 ― ）

連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号

障

害

児

フリガナ 生 年 月 日 年 月 日

氏 名
保護者との
続 柄

身体障害者
手 帳 番 号

療育手帳
番 号

精神障害者保健
福祉手帳番号

被保険者証の
記号及び番号

保険者名及び番号

障害児入所給付費の受給の状況

利用中のサービスの種類と内容等

障害児通所給付費の受給の状況

利用中のサービスの種類と内容等

介護給付費等の受給の状況

利用中のサービスの種類と内容等

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号
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指
定
入
所
支
援
の
具
体
的
内
容

種

類

□障害児入所支援 （ □福祉型障害児入所施設 □医療型障害児入所施設 ）

□指定医療機関

具
体
的
内
容

減

免

に

関

す

る

事

項

□１ 負担上限月額に関する事項
次の区分の適用を申請します。

□生活保護受給世帯
□市町村民税非課税世帯に属する者であつて、合計所得金額及び障害者基礎年金等の収
入の合計額が８０万円以下のもの

□市町村民税非課税世帯に属する者であつて、合計所得金額及び障害者基礎年金等の収
入の合計額が８０万円を超えるもの

□市町村民税課税世帯（所得割の額が２８万円未満である場合に限る。）に属する者

□２ 医療型個別減免に関する事項
医療型個別減免を申請します。

□３ 特定入所障害児食費等給付費に関する事項（申請する指定入所支援が医療型施設である
場合を除く。）
特定入所障害児食費等給付費を申請します。

□４ 生活保護への移行予防措置（定率負担減免措置、特例補足給付）に関する事項
定率負担減免措置（特例補足給付）を申請します。

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 記名押印に代えて署名することができる。

４ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。

５ 「被保険者証の記号及び番号」及び「保険者名及び番号」の欄は、障害児入所医療

費支給対象施設（医療型障害児入所施設及び指定医療機関）の利用を申請する場合に

記入すること。

６ 次に掲げる書類を添付すること。

� 負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類

� 障害児入所医療を行う指定入所支援に係る申請を行う場合にあつては、障害児入

所医療負担上限月額及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２０第２項第

２号の厚生労働大臣が定める額の算定のために必要な事項に関する書類

� 当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の状況を勘案するため県が必

要と認める場合にあつては、医師の診断書

� 当該申請を行う障害児の保護者が現に入所給付決定を受けている場合には、当該

入所給付決定に係る障害児入所受給者証（様式第１２号の４）

� 生活保護への移行予防措置を申請する場合にあつては、福祉事務所が発行する境

界層対象者証明書

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号
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様式第１２号の４及び様式第１２号の５を次のように改める。
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様式第１２号の４（第８条の４、様式第１２号、様式第１２号の２、様式第１２号の６関係） 障害児入所受給者証

（表）

� � �

障害児入所受給者証 入所給付決定の内容 指定障害児入所施設等の記入欄

入所受給者証番号 指定入所支援の
種類及び内 容

指 定 障 害 児 入 所
施 設 等 の 名 称

入所日・退所日 施設 確 認 印

入
所
給
付
決
定
保
護
者

居 住 地

入所日
年 月 日

給付決定期 間 年 月 日から 年 月 日まで
退所日

年 月 日
特定入所障害児食費等給付費の支給内容 入所日

年 月 日フ リ ガ ナ
支 給 額

退所日
年 月 日

氏 名

支 給 期 間 年 月 日から 年 月 日まで生 年 月 日 年 月 日 入所日
年 月 日

障
害
児

フ リ ガ ナ
利用者負担に関する事項 退所日

年 月 日
氏 名

利 用 者 負 担
割合（原則 ）

１割 負担上限月額生 年 月 日 年 月 日 （予備欄）

交 付 年 月 日
適 用 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

県 名 及 び 印

特記事項

愛
媛

県
報

平
成
２４
年
３
月
３０
日

第
２３５５

号
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（裏）

� �

注意事項欄 注意事項欄

１ この証は、各面をよく読んで大切に持つていて
ください。

２ 指定入所支援を受けようとするときは、必ずこ
の証を指定施設に提示してください。

３ 医療型障害児入所施設（指定医療機関を含
む。）に入所するときは、この証に医療保険の被
保険者証及び障害児入所医療受給者証を添えて、
入所する施設に提示してください。

４ 指定入所支援を受けるときに支払う金額は、当
該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の
事情をしん酌して政令で定める額（当該政令で定
める額が指定障害児入所支援に通常要する費用
（入所特定費用を除く。）の総額の１割相当を超
えるときは１割相当の額）です。ただし、この証
の２面の負担上限月額欄に記載された金額が１月
当たりの上限になります。（※個別減免等の認定
を受けた場合には、減免後の額が表示されていま
す。）
また、食事及び居住に要する費用については、特
定入所障害児食費等給付費欄に記載する額を１日
当たりの上限として支給します。

５ 負担上限月額及び特定入所障害児食費等給付費
については、毎年入所給付決定保護者の収入等に
応じて決定しますので、所定の時期に、この証と
認定に必要な関係書類を県に提出してください。

６ 給付決定期間を経過したときは、障害児入所給
付費の支給を受けられませんので、給付決定期間
を経過する前に県にこの証を添えて、障害児入所
給付費の支給の再申請をしてください。

７ この証の１面又は２面の記載事項に変更があつ
たときは、１４日以内に、この証を添えて、県にそ
の旨を届け出てください。

８ 給付決定期間内に、居住地を他の都道府県等の
区域に移すと、この証は使えなくなります。
居住地を移そうとする場合は、事前に、この証

を交付した県に御連絡、御相談ください。
また、給付決定期間内に、他の都道府県等の区

域に居住地を移したときは、１４日以内に、この証
を添えて、県に届け出てください。

９ この証を破損したり、汚したり又は紛失したと
きは、速やかに届け出て、再交付を受けてくださ
い。
また、再交付を受けた後、紛失したこの証を発

見したときは、速やかに県に返してください。
１０ 受給者の資格がなくなつたときは、直ちにこの
証を県に返してください。

１１ 不正にこの証を使用した者は、関係法令により
処罰されることがあります。

１２ 入所給付決定の内容欄に記載されていない指定
入所支援については、障害児入所給付費の支給は
受けられません。
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様式第１２号の５（第８条の５、様式第１３号関係） 障害児入所医療受給者証

障害児入所医療受給者証 注 意 事 項 欄

公 費 負 担 者 番 号 １ この証は、各面をよく読んで大切に持つていてください。
２ 医療型障害児入所施設（指定医療機関を含む。）に入所するときは、必ずこの
証に医療保険の被保険者証を添えて、入所する施設に提示してください。
３ 障害児入所医療の負担上限月額はこの証の負担上限月額欄に記載された金額が
１月当たりの上限になります。（※医療型個別減免等の認定を受けた場合には、
減免後の額が表示されています。）
４ 障害児入所医療の負担上限月額は毎年入所給付決定保護者等の収入等に応じて
決定しますので、所定の時期に、この証と認定に必要な関係書類を県に提出して
ください。
５ 給付決定期間を経過したときは、障害児入所医療費の支給を受けられませんの
で、給付決定期間を経過する前に県にこの証を添えて、障害児入所給付費の支給
の再申請をしてください。
６ この証の記載事項に変更があつたときは、１４日以内に、この証を添えて、県に
その旨を届け出てください。
７ 給付決定期間内に、居住地を他の都道府県等の区域に移すと、この証は使えな
くなります。
居住地を移そうとする場合は、事前に、県に御連絡、御相談ください。
また、給付決定期間内に、他の都道府県等の区域に居住地を移したときは、１４
日以内に、この証を添えて、県に届け出てください。
８ この証を破損したり、汚したり、又は紛失したときは、速やかに届け出て、再
交付を受けてください。
また、再交付を受けた後、紛失したこの証を発見したときは、速やかに県に返
してください。
９ 受給者の資格がなくなつたときは、直ちにこの証を県に返してください。
１０ 不正にこの証を使用した者は、関係法令により処罰されることがあります。

公 費 受 給 者 番 号

入
所
給
付
決
定
保
護
者

フ リ ガ ナ

居 住 地

フ リ ガ ナ 生 年 月 日

氏 名 年 月 日

障
害
児

フ リ ガ ナ 生 年 月 日

氏 名 年 月 日

被 保 険 者 証 の
記 号 及 び 番 号

保険者名
及び番号

負 担 上 限 月 額

障 害 児 入 所 医 療
（食事療養を除く。）

月額 円

食 事 療 養 月額 円

適 用 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

交 付 年 月 日 年 月 日

県 名 及 び 印

愛
媛

県
報

平
成
２４
年
３
月
３０
日

第
２３５５

号

２７０



（障害者自立支援法施行細則の一部改正）

第２条 障害者自立支援法施行細則（平成１８年愛媛県規則第３１号）の一部を次のように改める。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

項 左 欄 右 欄 項 左 欄 右 欄

１～１０

省略

１～１０

省略

１１ 政令第４３条の７第１項の

規定による休止又は廃止

の届出

省略 １１ 政令第４３条の４第１項の

規定による休止又は廃止

の届出

省略

１２ 政令第４３条の７第２項の

規定による報告

省略 １２ 政令第４３条の４第２項の

規定による報告

省略

１３ 省略 １３ 省略

（公示）

第４条 法第５１条及び第５１条の３０第１項の規定による公示は、これ

らの規定に定めるもののほか、法第５１条各号及び同項各号の措置

に係る指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指

定一般相談支援事業者（以下「指定障害福祉サービス事業者等」

という。）に関する次に掲げる事項について行うものとする。

�～� 省略

� 指定一般相談支援事業者にあっては、地域相談支援の種類

� 指定障害福祉サービス事業所若しくは指定一般相談支援事業

所の名称及び所在地又は指定障害者支援施設の名称及び設置の

場所

� 省略

２ 省略

（情報提供）

第５条 知事は、法第２章第２節第５款及び第３節第３款の規定に

よる指定、届出の受理又は指定の取消し（以下「指定等」とい

う。）をしたときは、市町村その他知事が必要と認める者に対し

て、当該指定等に係る指定障害福祉サービス事業者等に関する次

に掲げる事項の全部又は一部の情報を提供するものとする。

�・� 省略

� 指定障害福祉サービス事業所若しくは指定一般相談支援事業

所の名称及び所在地又は指定障害者支援施設の名称及び設置の

場所

�～� 省略

� 指定一般相談支援事業者にあっては、地域相談支援の種類

	 省略

２ 知事は、法第２章第４節の規定による指定等をしたときは、市

町村その他知事が必要と認める者に対して、当該指定等に係る指

定自立支援医療機関に関する次に掲げる事項の全部又は一部の情

報を提供するものとする。

�～� 省略

（公示）

第４条 法第５１条及び第５１条の３０第１項の規定による公示は、同条

に定めるもののほか、同条各号 の措置

に係る指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指

定相談支援事業者 （以下「指定障害福祉サービス事業者等」

という。）に関する次に掲げる事項について行うものとする。

�～� 省略

� 指定障害福祉サービス事業所若しくは指定相談支援事業所

の名称及び所在地又は指定障害者支援施設の名称及び設置の

場所

� 省略

２ 省略

（情報提供）

第５条 知事は、法第２章第２節第５款及び第３節第３款の規定に

よる指定、届出の受理又は指定の取消し（以下「指定等」とい

う。）をしたときは、市町村その他知事が必要と認める者に対し

て、当該指定等に係る指定障害福祉サービス事業者等に関する次

に掲げる事項の全部又は一部の情報を提供するものとする。

�・� 省略

� 指定障害福祉サービス事業所若しくは指定相談支援事業所

の名称及び所在地又は指定障害者支援施設の名称及び設置の

場所

�～� 省略

� 省略

２ 知事は、法第２章第３節の規定による指定等をしたときは、市

町村その他知事が必要と認める者に対して、当該指定等に係る指

定自立支援医療機関に関する次に掲げる事項の全部又は一部の情

報を提供するものとする。

�～� 省略

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。
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�愛媛県規則第２２号
愛媛県立子ども療育センター使用規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立子ども療育センター使用規則の一部を改正する規則

愛媛県立子ども療育センター使用規則（平成１９年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章 省略

第２章 障害児入所施設 （第３条―第１１条）

第３章 療養介護 （第１２条―第２０条）

第４章 省略

第５章 児童発達支援及び放課後等デイサービス（第３０条―第３７

条）

第６章 生活介護（第３８条―第４５条）

第７章 診療（第４６条―第４８条）

第８章 ゲストルーム等（第４９条―第５４条）

第９章 雑則（第５５条・第５６条）

附則

（休館日等）

第２条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、児童発達支援、放課後等デイサービ

ス及び生活介護並びに診療（歯科診療及び一般病床（医療法（昭

和２３年法律第２０５号）第７条第２項第５号に規定する一般病床を

いう。以下同じ。）の使用を除く。）

に係る休館日は、次のとおりとする。

�～� 省略

３・４ 省略

第２章 障害児入所施設

（利用時間）

第３条 障害児入所施設 の利用時間は、終日とする。

２ 省略

（入所定員）

第４条 障害児入所施設の入所定員は、次の各号に掲げる児童の区

分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 肢体不自由のある児童 当該児童及び第１３条第１号に掲げる

者の人数を合計して４０人（うち母子棟の使用に係る定員は、３

人）

� 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第７条第２項に規定する重症心身障害児（以下「重症心身障害

児」という。） 当該重症心身障害児及び第１３条第２号に掲げ

る者の人数を合計して４０人

（入所資格）

第５条 障害児入所施設 に入所することができる者は、次の各号

のいずれかに該当する者とする。ただし、集団生活に著しく支障

を来すおそれのある者は、この限りでない。

� 法

第２４条の３第４項に規定する入所給付決定に係る障害児

� 省略

（入所期間）

目次

第１章 省略

第２章 肢体不自由児施設（第３条―第１１条）

第３章 重症心身障害児施設（第１２条―第２０条）

第４章 省略

第５章 診療（第３０条―第３２条）

第６章 重症心身障害児等通園施設（第３３条―第４０条）

第７章 ゲストルーム等（第４１条―第４６条）

第８章 雑則（第４７条・第４８条）

附則

（休館日等）

第２条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、

診療（歯科診療及び一般病床（医療法（昭

和２３年法律第２０５号）第７条第２項第５号に規定する一般病床を

いう。以下同じ。）の使用を除く。）及び重症心身障害児等通園

施設に係る休館日は、次のとおりとする。

�～� 省略

３・４ 省略

第２章 肢体不自由児施設

（利用時間）

第３条 肢体不自由児施設の利用時間は、終日とする。

２ 省略

（入所定員）

第４条 肢体不自由児施設の入所定員は、４０人（うち母子棟の使用

に係る定員は、３人）とする。

（入所資格）

第５条 肢体不自由児施設に入所することができる者は、次の各号

のいずれかに該当する者とする。ただし、集団生活に著しく支障

を来すおそれのある者は、この限りでない。

� 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第２４条の３第４項に規定する施設給付決定に係る障害児及び１８

歳以上の障害者

� 省略

（入所期間）
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第６条 障害児入所施設 の入所の期間は、次の各号に掲げる者の

区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、知事は、特

に必要があると認めるときは、入所の期間を変更することがあ

る。

�・� 省略

（入所手続）

第７条 障害児入所施設 に入所を希望する障害児の保護者

は、知事に入所を申し込まなければならない。

（入所の決定）

第８条 知事は、前条の規定による入所の申込みがあったときは、

次に掲げる方法により選考し、入所の可否を決定するものとす

る。この場合において、知事は、入所の決定を受けた者との間に

おいて障害児入所施設 の使用に関し契約を締結するものとす

る。

�～� 省略

（入舎）

第９条 前条及び法第２７条第１項第３号の規定により障害児入所施

設 に入所を決定された者（以下この章において「入所者」とい

う。）は、センターの宿舎に入舎するものとする。

第３章 療養介護

（利用時間）

第１２条 療養介護 の利用時間は、終日とする。

２ 省略

（定員）

第１３条 療養介護の定員は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当

該各号に定めるとおりとする。

� １８歳以上の肢体不自由者 当該肢体不自由者及び第４条第１

号に掲げる児童の人数を合計して４０人

� 重症心身障害者（重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重

複している１８歳以上の者をいう。以下同じ。） 当該重症心身

障害者及び第４条第２号に掲げる重症心身障害児の人数を合計

して４０人

（入所資格）

第１４条 療養介護を受けるために入所することができる者は、障害

者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。以下「自立支援法」とい

う。）第１９条第１項に規定する支給決定に係る障害者とする。た

だし、集団生活に著しく支障を来すおそれのある者は、この限り

でない。

（入所期間）

第１５条 療養介護に係る 入所の期間は、自立支援法第２３条に

規定する支給決定の有効期間 とする。ただし、知事は、

特に必要があると認めるときは、この期間を変更することがあ

る。

（入所手続）

第１６条 療養介護を受けるために入所を希望する

障害者は、知事に入所を申し込まなければならない。

（入所の決定）

第６条 肢体不自由児施設の入所の期間は、次の各号に掲げる者の

区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、知事は、特

に必要があると認めるときは、入所の期間を変更することがあ

る。

�・� 省略

（入所手続）

第７条 肢体不自由児施設に入所を希望する障害児の保護者又は障

害者は、知事に入所を申し込まなければならない。

（入所の決定）

第８条 知事は、前条の規定による入所の申込みがあったときは、

次に掲げる方法により選考し、入所の可否を決定するものとす

る。この場合において、知事は、入所の決定を受けた者との間に

おいて肢体不自由児施設の使用に関し契約を締結するものとす

る。

�～� 省略

（入舎）

第９条 前条及び法第２７条第１項第３号の規定により肢体不自由児

施設に入所を決定された者（以下この章において「入所者」とい

う。）は、センターの宿舎に入舎するものとする。

第３章 重症心身障害児施設

（利用時間）

第１２条 重症心身障害児施設の利用時間は、終日とする。

２ 省略

（入所定員）

第１３条 重症心身障害児施設の入所定員は、４０人とする。

（入所資格）

第１４条 重症心身障害児施設に 入所することができる者は、次の

各号のいずれかに該当する者

とする。た

だし、集団生活に著しく支障を来すおそれのある者は、この限り

でない。

� 法第２４条の３第４項に規定する施設給付決定に係る障害児及

び１８歳以上の障害者

� 法第２７条第１項第３号の規定による入所の措置に係る障害児

（入所期間）

第１５条 重症心身障害児施設の入所の期間は、次の各号に掲げる者

の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、知事は、

特に必要があると認めるときは、この期間を変更することがあ

る。

� 前条第１号に該当する者 法第２４条の３第６項に規定する給

付決定期間

� 前条第２号に該当する者 知事が必要と認める期間

（入所手続）

第１６条 重症心身障害児施設に 入所を希望する障害児の保護者又

は障害者は、知事に入所を申し込まなければならない。

（入所の決定）
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第１７条 知事は、前条の規定による入所の申込みがあったときは、

次に掲げる方法により選考し、入所の可否を決定するものとす

る。この場合において、知事は、入所の決定を受けた者との間に

おいて療養介護の提供 に関し契約を締結するものとす

る。

�～� 省略

（入舎）

第１８条 前条 の規定により

入所を決定された者（以下この章において「入所者」と

いう。）は、センターの宿舎に入舎するものとする。

（利用時間）

第２１条

短期入所の利用時間は、終日とす

る。

２ 省略

（定員）

第２２条 短期入所の定員は、１０人とする。

（入所資格）

第２３条 短期入所を受けるために入所するこ

とができる者は、自立支援法 第

１９条第１項に規定する支給決定に係る障害者又は障害児とする。

ただし、集団生活に著しく支障を来すおそれのある者は、この限

りでない。

（入所期間）

第２４条 短期入所に係る 入所の期間は、自立支援法 第

２３条に規定する支給決定の有効期間とする。ただし、知事は、特

に必要があると認めるときは、この期間を変更することがある。

（入所手続）

第２５条 短期入所を受けるために入所 を希望する障害児の保護者

又は障害者は、知事に入所を申し込まなければならない。

（入所の決定）

第２６条 知事は、前条の規定による入所の申込みがあったときは、

次に掲げる方法により選考し、入所の可否を決定するものとす

る。この場合において、知事は、入所の決定を受けた者との間に

おいて短期入所の提供 に関し契約を締結するものとす

る。

�～� 省略

（入舎）

第２７条 前条の規定により 入所を決定された

者（以下この章において「入所者」という。）は、センターの宿

舎に入舎するものとする。

第１７条 知事は、前条の規定による入所の申込みがあったときは、

次に掲げる方法により選考し、入所の可否を決定するものとす

る。この場合において、知事は、入所の決定を受けた者との間に

おいて重症心身障害児施設の使用に関し契約を締結するものとす

る。

�～� 省略

（入舎）

第１８条 前条及び法第２７条第１項第３号の規定により重症心身障害

児施設に入所を決定された者（以下この章において「入所者」と

いう。）は、センターの宿舎に入舎するものとする。

（利用時間）

第２１条 肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設（以下「肢体不

自由児施設等」という。）の短期入所の利用時間は、終日とす

る。

２ 省略

（定員）

第２２条 肢体不自由児施設等の短期入所の定員は、１０人とする。

（入所資格）

第２３条 肢体不自由児施設等に短期入所をする こ

とができる者は、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第

１９条第１項に規定する支給決定に係る障害者又は障害児とする。

ただし、集団生活に著しく支障を来すおそれのある者は、この限

りでない。

（入所期間）

第２４条 肢体不自由児施設等の入所の期間は、障害者自立支援法第

２３条に規定する支給決定の有効期間とする。ただし、知事は、特

に必要があると認めるときは、この期間を変更することがある。

（入所手続）

第２５条 肢体不自由児施設等に短期入所を希望する障害児の保護者

又は障害者は、知事に入所を申し込まなければならない。

（入所の決定）

第２６条 知事は、前条の規定による入所の申込みがあったときは、

次に掲げる方法により選考し、入所の可否を決定するものとす

る。この場合において、知事は、入所の決定を受けた者との間に

おいて肢体不自由児施設等の使用に関し契約を締結するものとす

る。

�～� 省略

（入舎）

第２７条 前条の規定により肢体不自由児施設等に入所を決定された

者（以下この章において「入所者」という。）は、センターの宿

舎に入舎するものとする。

第５章 診療

（利用時間）

第３０条 診療時間は、午前９時から午後４時までとする。ただし、

一般病床の利用時間は、終日とする。

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めると

きは、同項の利用時間を変更することがある。

（定員）

第３１条 一般病床の定員は、１０人とする。

（使用料の額）

第３２条 愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例（平成

１９年愛媛県条例第２１号。以下「条例」という。）第２条第１項第

３号の使用料の額は、診療報酬の算定方法（平成２０年３月厚生労
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第５章 児童発達支援及び放課後等デイサービス

（利用時間）

第３０条 児童発達支援及び放課後等デイサービス（以下「児童発達

支援等」という。）の利用時間は、午前１０時から午後３時までと

する。

２ 省略

（定員）

第３１条 児童発達支援等 の定員は、児童発達支援等を受

ける児童及び第３９条に規定する障害者の人数を合計して１５人とす

る。

（通所資格）

第３２条 児童発達支援等を受けるために通所することができる者

は、法第２１条の５の５第１項に規定する通所給付決定に係る在宅

の重症心身障害児とする。

（通所期間）

第３３条 児童発達支援等に係る通所 の期間は、法第２１条の５

の７第８項に規定する通所給付決定の有効期間とする。ただし、

知事は、特に必要があると認めるときは、この期間を変更するこ

とがある。

（通所手続）

第３４条 児童発達支援等を受けるために通所を希望する障害児の保

護者 は、知事に通所を申し込まなければならない。

（通所の決定）

第３５条 知事は、前条の規定による通所の申込みがあったときは、

次に掲げる方法により選考し、通所の可否を決定するものとす

る。この場合において、知事は、通所の決定を受けた者との間に

おいて児童発達支援等の提供に関し契約を締結するものとする。

�～� 省略

（通所者の義務）

第３６条 前条の規定により通所 を決定された者（以下こ

の章において「通所者」という。）は、この規則及びその他諸規

律を遵守し、通所者としての品位を傷付けてはならない。

（契約の解除）

第３７条 知事は、通所者が次の各号のいずれかに該当するに至った

ときは、第３５条の契約を解除することがある。

� 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。

� センターの秩序を乱し、その他通所者としての本分に著しく

反すると認められるとき。

� その他通所を継続することが不適当と認められるとき。

第６章 生活介護

（利用時間）

第３８条 生活介護の利用時間は、午前１０時から午後３時までとす

る。

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めると

きは、同項の利用時間を変更することがある。

（定員）

働省告示第５９号）別表第１医科診療報酬点数表及び別表第２歯科

診療報酬点数表並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院

時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平

成１８年３月厚生労働省告示第９９号）により算定する額とする。

第６章 重症心身障害児等通園施設

（利用時間）

第３３条 重症心身障害児等通園施設

の利用時間は、午前１０時から午後３時までと

する。

２ 省略

（利用定員）

第３４条 重症心身障害児等通園施設の定員は、

１５人とす

る。

（利用資格）

第３５条 重症心身障害児等通園施設を利用する ことができる者

は、在宅の重症心身障害児等で、知事が必要と認める者

とする。

（通園期間）

第３６条 重症心身障害児等通園施設の通園の期間は、知事が必要と

認める期間 とする。ただし、

知事は、特に必要があると認めるときは、この期間を変更するこ

とがある。

（通園手続）

第３７条 重症心身障害児等通園施設に通園 を希望する障害児の保

護者又は障害者は、知事に通園を申し込まなければならない。

（通園の決定）

第３８条 知事は、前条の規定による通園の申込みがあったときは、

次に掲げる方法により選考し、通園の可否を決定するものとす

る。

�～� 省略

（使用料の額）

第３９条 条例第２条第１項第４号の使用料の額は、利用者１人１日

につき５００円とする。

（通園者の義務）

第４０条 重症心身障害児等通園施設に通園を決定された者

は、この規則及びその他諸規

律を遵守し、通園者としての品位を傷付けてはならない。
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第３９条 生活介護の定員は、生活介護を受ける障害者及び第３１条に

規定する児童の人数を合計して１５人とする。

（通所資格）

第４０条 生活介護を受けるために通所することができる者は、自立

支援法第１９条第１項に規定する支給決定に係る在宅の重症心身障

害者とする。

（通所期間）

第４１条 生活介護に係る通所の期間は、自立支援法第２３条に規定す

る支給決定の有効期間とする。ただし、知事は、特に必要がある

と認めるときは、この期間を変更することがある。

（通所手続）

第４２条 生活介護を受けるために通所を希望する障害者は、知事に

通所を申し込まなければならない。

（通所の決定）

第４３条 知事は、前条の規定による通所の申込みがあったときは、

次に掲げる方法により選考し、通所の可否を決定するものとす

る。この場合において、知事は、通所の決定を受けた者との間に

おいて生活介護の提供に関し契約を締結するものとする。

� 書類審査

� 身体検査

� 面接

� その他必要と認める検査

（通所者の義務）

第４４条 前条の規定により通所を決定された者（以下この章におい

て「通所者」という。）は、この規則及びその他諸規律を遵守

し、通所者としての品位を傷付けてはならない。

（契約の解除）

第４５条 知事は、通所者が次の各号のいずれかに該当するに至った

ときは、第４３条の契約を解除することがある。

� 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。

� センターの秩序を乱し、その他通所者としての本分に著しく

反すると認められるとき。

� その他通所を継続することが不適当と認められるとき。

第７章 診療

（利用時間）

第４６条 診療時間は、午前９時から午後４時までとする。ただし、

一般病床の利用時間は、終日とする。

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めると

きは、同項の利用時間を変更することがある。

（定員）

第４７条 一般病床の定員は、１０人とする。

（使用料の額）

第４８条 愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例（平成

１９年愛媛県条例第２１号。以下「条例」という。）第２条第１項第

４号の使用料の額は、診療報酬の算定方法（平成２０年３月厚生労

働省告示第５９号）別表第１医科診療報酬点数表及び別表第２歯科

診療報酬点数表並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院

時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平

成１８年３月厚生労働省告示第９９号）により算定する額とする。

第８章 ゲストルーム等

第４９条 省略

第５０条 省略

第５１条 省略

第７章 ゲストルーム等

第４１条 省略

第４２条 省略

第４３条 省略
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（施設等の利用の許可の変更）

第５２条 第５０条第１項の利用の許可を受けた者（以下「利用者」と

いう。）は、利用日時その他知事が定める事項を変更しようとす

るときは、あらかじめ愛媛県立子ども療育センター利用変更許可

申請書（様式第３号）に許可書を添えて知事に提出し、その許可

を受けなければならない。

第５３条 省略

第５４条 省略

第９章 雑則

第５５条 省略

第５６条 省略

別表第１（第５０条、第５４条関係） 省略

別表第２（第５４条関係） 省略

様式第１号（第５０条関係） 省略

様式第２号（第５０条、第５２条、様式第３号関係） 省略

様式第３号（第５２条関係） 省略

（施設等の利用の許可の変更）

第４４条 第４２条第１項の利用の許可を受けた者（以下「利用者」と

いう。）は、利用日時その他知事が定める事項を変更しようとす

るときは、あらかじめ愛媛県立子ども療育センター利用変更許可

申請書（様式第３号）に許可書を添えて知事に提出し、その許可

を受けなければならない。

第４５条 省略

第４６条 省略

第８章 雑則

第４７条 省略

第４８条 省略

別表第１（第４２条、第４６条関係） 省略

別表第２（第４６条関係） 省略

様式第１号（第４２条関係） 省略

様式第２号（第４２条、第４４条、様式第３号関係） 省略

様式第３号（第４４条関係） 省略

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２３号
愛媛県老人福祉法施行細則及び指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指

定等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県老人福祉法施行細則及び指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者

の指定等に関する規則の一部を改正する規則

（愛媛県老人福祉法施行細則の一部改正）

第１条 愛媛県老人福祉法施行細則（昭和３８年愛媛県規則第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（委任）

第２条 次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。

�～� 省略

�の２ 法第１８条第３項（法第２９条第１０項 において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく当該職員の身分を示す証明書

の交付に関すること。

�～�の２ 省略

� 法第２９条第９項の規定に基づく有料老人ホームに対する報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の２ 法第２９条第１１項の規定に基づく有料老人ホームに対する

改善命令に関すること。

（改善命令による措置結果報告書）

第１８条 市町、社会福祉法人その他の者は、法第１９条第１項の規定

により、施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに

基づいてとつた措置について、措置結果報告書（様式第２９号）

を、その処分を受けた日から３０日以内に知事（特別養護老人ホー

ム（２以上の社会福祉施設を設置する者（市町を除く。）に係る

ものを除く。）を設置する者にあつては、地方局長）に報告しな

ければならない。

（軽費老人ホーム設置届出書等）

（委任）

第２条 次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。

�～� 省略

�の２ 法第１８条第３項（法第２９条第８項の規定において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく当該職員の身分を示す証明書

の交付に関すること。

�～�の２ 省略

� 法第２９条第７項の規定に基づく有料老人ホームに対する報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の２ 法第２９条第９項の規定に基づく有料老人ホームに対する

改善命令に関すること。

（改善命令による措置結果報告書）

第１８条 市町、社会福祉法人その他の者は、法第１９条第１項の規定

により、施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに

基づいてとつた措置について、措置結果報告書（様式第２９号）

を、その処分を受けた日から３０日以内に知事（特別養護老人ホー

ム（２以上の社会福祉施設を設置する者（市町を除く。）に係る

ものを除く。）を設置する者にあつては、地方局長）に報告しな

ければならない。

（軽費老人ホーム設置届出書等）
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第２０条 社会福祉法 第６２条第１項の規定に

よる軽費老人ホームの設置経営の届出は、軽費老人ホーム設置届

出書（様式第３１号）を提出することによつて行わなければならな

い。

２ 省略

様式第３６号（第２３条関係） 老人福祉センター事業開始届書

省略

このことについて、次のとおり事業を開始した ので、社

会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第６９条第１項の規定によりお届

けします。

省略

様式第３７号（第２３条関係） 老人福祉センター事業変更届書

省略

このことについて、次のとおり変更したので、 社会

福祉法（昭和２６年法律第４５号）第６９条第２項の規定により

お届けします。

省略

様式第３８号（第２３条関係） 老人福祉センター廃止届書

省略

このことについて次のとおり廃止した ので、社会福祉法

（昭和２６年法律第４５号）第６９条第２項の規定によりお届けしま

す。

省略

様式第４３号（第２９条関係） 有料老人ホーム設置届書

省略

１～３ 省略

４ 事業開始の予定年月日

５ 省略

様式第４４号（第２９条関係） 有料老人ホーム事業変更届書

省略

このことについて、次のとおり変更した ので、老

人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２９条第２項の規定により

届け出ます。

１～３ 省略

４ 事業開始の予定年月日

省略

５ 省略

第２０条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第６２条第１項の規定に

よる軽費老人ホームの設置経営の届出は、軽費老人ホーム設置届

出書（様式第３１号）を提出することによつて行わなければならな

い。

２ 省略

様式第３６号（第２３条関係） 老人福祉センター事業開始届書

省略

このことについて、次のとおり事業を開始いたしたいので、社

会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第６９条第１項の規定によりお届

けします。

省略

様式第３７号（第２３条関係） 老人福祉センター事業変更届書

省略

このことについて、次のとおり変更することになつたので社会

福祉法（昭和２６年法律第４５号）第６９条第２項の規定によりあらか

じめお届けします。

省略

様式第３８号（第２３条関係） 老人福祉センター廃止届書

省略

このことについて次のとおり廃止いたしたいので、社会福祉法

（昭和２６年法律第４５号）第６９条第２項の規定によりお届けしま

す。

省略

様式第４３号（第２９条関係） 有料老人ホーム設置届書

省略

１～３ 省略

４ 事業を開始した年月日

５ 省略

様式第４４号（第２９条関係） 有料老人ホーム事業変更届書

省略

このことについて、次のとおり変更することになつたので、老

人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２９条第２項の規定により、

あらかじめ届け出ます。

１～３ 省略

４ 事業を開始した年月日

省略

５ 省略

（指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の一部改

正）

第２条 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則（平成

１１年愛媛県規則第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）、健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８

年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされる同法第２６条の規定による改正前の法（以

下「旧法」という。）、介護保険法施行法（平成９年法律第１２４

号。以下「施行法」という。）、介護保険法施行規則 （平成１１

年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）及び同項の規定によ

りなおその効力を有するものとされる介護保険法施行規則（以下

（趣旨）

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）、健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８

年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされる同法第２６条の規定による改正前の法（以

下「旧法」という。）、介護保険法施行法（平成９年法律第１２４

号。以下「施行法」という。）及び介護保険法施行規則（平成１１

年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）及び同項の規定によ

りなおその効力を有するものとされる介護保険法施行規則（以下
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「旧省令」という。）に定めるもののほか、指定居宅サービス事

業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防

サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

「旧省令」という。）に定めるもののほか、指定居宅サービス事

業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防

サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

項 左 欄 右 欄 項 左 欄 右 欄

１ 省令第１１４条第１項、第１１５条第１項、第

１１６条第１項、第１１７条第１項、第１１８条

第１項、第１１９条第１項、第１２０条第１

項、第１２１条第１項、第１２２条第１項、第

１２３条第１項、第１２４条第１項、第１２５条

第１項、第１３２条第１項、第１３４条第１

項、第１３６条 第１項 、第

１４０条の３第１項、第１４０条の４第１項、

第１４０条の５第１項、第１４０条の６第１

項、第１４０条の７第１項、第１４０条の８第

１項、第１４０条の９第１項、第１４０条の１０

第１項、第１４０条の１１第１項、第１４０条の

１２第１項、第１４０条の１３第１項及び第１４０

条の１４第１項の申請書

省略 １ 省令第１１４条第１項、第１１５条第１項、第

１１６条第１項、第１１７条第１項、第１１８条

第１項、第１１９条第１項、第１２０条第１

項、第１２１条第１項、第１２２条第１項、第

１２３条第１項、第１２４条第１項、第１２５条

第１項、第１３２条第１項、第１３４条第１

項、第１３６条第１項、第１３８条第１項、第

１４０条の３第１項、第１４０条の４第１項、

第１４０条の５第１項、第１４０条の６第１

項、第１４０条の７第１項、第１４０条の８第

１項、第１４０条の９第１項、第１４０条の１０

第１項、第１４０条の１１第１項、第１４０条の

１２第１項、第１４０条の１３第１項及び第１４０

条の１４第１項の申請書

省略

２ 省令第１１４条第３項、第１１５条第３項、第

１１６条第３項、第１１７条第３項、第１１８条

第３項、第１１９条第３項、第１２０条第３

項、第１２１条第３項、第１２２条第３項、第

１２３条第３項、第１２４条第３項、第１２５条

第３項、第１３２条第２項、第１３４条第２

項、第１３６条 第３項 、第

１４０条の３第３項、第１４０条の４第３項、

第１４０条の５第３項、第１４０条の６第３

項、第１４０条の７第３項、第１４０条の８第

３項、第１４０条の９第３項、第１４０条の１０

第３項、第１４０条の１１第３項、第１４０条の

１２第３項、第１４０条の１３第３項及び第１４０

条の１４第３項並びに旧省令第１３８条第２

項の申請書

省略 ２ 省令第１１４条第３項、第１１５条第３項、第

１１６条第３項、第１１７条第３項、第１１８条

第３項、第１１９条第３項、第１２０条第３

項、第１２１条第３項、第１２２条第３項、第

１２３条第３項、第１２４条第３項、第１２５条

第３項、第１３２条第２項、第１３４条第２

項、第１３６条第３項、第１３８条第２項、第

１４０条の３第３項、第１４０条の４第３項、

第１４０条の５第３項、第１４０条の６第３

項、第１４０条の７第３項、第１４０条の８第

３項、第１４０条の９第３項、第１４０条の１０

第３項、第１４０条の１１第３項、第１４０条の

１２第３項、第１４０条の１３第３項及び第１４０

条の１４第３項並びに旧省令第１３８条第２

項の申請書

省略

３ 省令第１２６条の１３の申請書 指定特定施設入

居者生活介護指

定変更申請書

（様式第３号）

４ 省令第１２９条、第１３０条、第１４０条の２０及

び第１４０条の２１並びに旧省令第１３０条及び

第１４０条の２１の申出書

指定を不要とす

る旨の申出書

（様式第４号）

３ 省令第１２９条、第１３０条、第１４０条の２０及

び第１４０条の２１並びに旧省令第１３０条及び

第１４０条の２１の申出書

指定を不要とす

る旨の申出書

（様式第３号）

５ 旧省令第１３９条の申請書 指定介護療養型

医療施設指定変

更申請書（様式

第５号）

４ 省令 第１３９条の申請書 指定介護療養型

医療施設指定変

更申請書（様式

第４号）

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

項 左 欄 右 欄 項 左 欄 右 欄
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１ 法第７５条第１項、第８２条第１項、

第８９条、第９９条第１項 及

び第１１５条の５第１項並びに旧法第

１１１条の規定による指定に係る事項

等の変更の届出

指定事項等変更届出

書（様式第６号）

１ 法第７５条第１項、第８２条第１項、

第８９条、第９９条第１項、第１１１条及

び第１１５条の５第１項並びに旧法第

１１１条の規定による指定に係る事項

等の変更の届出

指定事項等変更届出

書（様式第５号）

２ 法第７５条、第８２条、第９９条及び第

１１５条の５の規定による事業の廃

止、休止又は再開の届出

廃止（休止・再開）

届 出 書（様 式 第７

号）

２ 法第７５条、第８２条、第９９条及び第

１１５条の５の規定による事業の廃

止、休止又は再開の届出

廃止（休止・再開）

届 出 書（様 式 第６

号）

３ 法第９１条 の規定による

法第４８条第１項第１号の指定又は

旧法第１１３条の規定による旧法第４８

条第１項第３号の指定の辞退

指定辞退届出書（様

式第８号）

３ 法第９１条又は第１１３条の規定による

法第４８条第１項第１号又は同項第

３号

の指定の辞退

指定辞退届出書（様

式第７号）

４ 法第９４条第２項の変更許可の申請 介護老人保健施設開

設許可事項変更許可

申 請 書（様 式 第９

号）

４ 法第９４条第２項の変更許可の申請 介護老人保健施設開

設許可事項変更許可

申 請 書（様 式 第８

号）

５ 法第９５条第１項及び第２項の承認

の申請

介護老人保健施設管

理者承認申請書（様

式第１０号）

５ 法第９５条第１項及び第２項の承認

の申請

介護老人保健施設管

理者承認申請書（様

式第９号）

６ 法第９８条第１項第４号の許可の申

請

介護老人保健施設広

告事項許可申請書

（様式第１１号）

６ 法第９８条第１項第４号の許可の申

請

介護老人保健施設広

告事項許可申請書

（様式第１０号）

７ 法第１１５条の３２第２項及び第４項並

びに旧法第１１５条の３２第２項及び第

４項の規定による業務管理体制の

整備に関する事項の届出

業務管理体制整備

（区分変更）届出書

（様式第１２号）

７ 法第１１５条の３２第２項及び第４項並

びに旧法第１１５条の３２第２項及び第

４項の規定による業務管理体制の

整備に関する事項の届出

業務管理体制整備

（区分変更）届出書

（様式第１１号）

８ 法第１１５条の３２第３項及び旧法第

１１５条の３２第３項の規定による業務

管理体制の整備に関する事項の変

更の届出

業務管理体制変更届

出書（様式第１３号）

８ 法第１１５条の３２第３項及び旧法第

１１５条の３２第３項の規定による業務

管理体制の整備に関する事項の変

更の届出

業務管理体制変更届

出書（様式第１２号）

（市町村等への情報提供）

第４条 知事は、法及び旧法の規定による指定若しくは許可又は届

出若しくは申出の受理（以下この条において「指定等」とい

う。）をしたときは、市町村、国民健康保険団体連合会、指定居

宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介

護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指

定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者

その他知事が必要と認める者に対して、当該指定等に係る事業者

又は施設に関する次に掲げる事項の全部又は一部の情報を提供す

るものとする。

�～� 省略

２ 前項の規定は、法第７１条第１項本文若しくは第７２条第１項本文

（これらの規定を法第１１５条の１１において準用する場合を含

む。）、旧法第７２条第１項本文（旧法第１１５条の１１において準用

する場合を含む。）、施行法第４条本文若しくは第５条本文又は

介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号）附則

第１３条本文の規定による指定居宅サービス事業者又は指定介護予

防サービス事業者としての指定があったものとみなされる者に関

する情報について準用する。

様式第１号（第２条、様式第２号、様式第５号関係） 指定居宅サ

ービス事業者（指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介

（市町村等への情報提供）

第４条 知事は、法 の規定による指定若しくは許可又は届

出若しくは申出の受理（以下この条において「指定等」とい

う。）をしたときは、市町村、国民健康保険団体連合会、指定居

宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介

護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指

定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者

その他知事が必要と認める者に対して、当該指定等に係る事業者

又は施設に関する次に掲げる事項の全部又は一部の情報を提供す

るものとする。

�～� 省略

２ 前項の規定は、法第７１条第１項本文若しくは第７２条第１項本文

（これらの規定を法第１１５条の１１において準用する場合を含

む。）、旧法第７２条第１項本文（旧法第１１５条の１１において準用

する場合を含む。）、施行法第４条本文若しくは第５条本文又は

介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号）附則

第１３条本文の規定による指定居宅サービス事業者又は指定介護予

防サービス事業者としての指定があったものとみなされる者に関

する情報について準用する。

様式第１号（第２条、様式第２号、様式第５号関係） 指定居宅サ

ービス事業者（指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介
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護予防サービス事業者）指定（許可）申請書 護予防サービス事業者）指定（許可）申請書

省略 省略

指定又 省略 指定又 省略

は許可 施設 省略 は許可 施設 省略

を受け

ようと

介護老人保健施設 別紙１５の

とおり。

を受け

ようと

介護老人保健施設 別紙１５の

とおり。

する事

業所又

は施設

の種類

する事

業所又

は施設

の種類

介護療養型医療施設 別紙１６の

とおり。

省略 省略

省略 省略

注 省略

別紙１ 訪問介護事業者・介護予防訪問介護事業者の指定に係る

審査事項

（その１）

注 省略

別紙１ 訪問介護事業者・介護予防訪問介護事業者の指定に係る

審査事項

（その１）

省略 省略

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

（その２） 省略

別紙２ 訪問入浴介護事業者・介護予防訪問入浴介護事業者の指

定に係る審査事項

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

（その２） 省略

別紙２ 訪問入浴介護事業者・介護予防訪問入浴介護事業者の指

定に係る審査事項

省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

別紙３ 訪問看護事業者・介護予防訪問看護事業者の指定に係る

審査事項

（その１）

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

別紙３ 訪問看護事業者・介護予防訪問看護事業者の指定に係る

審査事項

（その１）

省略 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

� 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略
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� 省略

６ 省略

（その２） 省略

別紙４ 訪問リハビリテーション事業者・介護予防訪問リハビリ

テーション事業者の指定に係る審査事項

（その１）

� 省略

６ 省略

（その２） 省略

別紙４ 訪問リハビリテーション事業者・介護予防訪問リハビリ

テーション事業者の指定に係る審査事項

（その１）

省略 省略

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

４ 省略

別紙５ 居宅療養管理指導事業者・介護予防居宅療養管理指導事

業者の指定に係る審査事項

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

別紙５ 居宅療養管理指導事業者・介護予防居宅療養管理指導事

業者の指定に係る審査事項

省略 省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

５ 省略

別紙６ 通所介護事業者・介護予防通所介護事業者の指定に係る

審査事項

（その１）（１単位）

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

５ 省略

別紙６ 通所介護事業者・介護予防通所介護事業者の指定に係る

審査事項

（その１）（１単位）

省略 省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

	 省略


 省略

� 省略

５ 省略

（その２）・（その３） 省略

別紙７ 通所リハビリテーション事業者・介護予防通所リハビリ

テーション事業者の指定に係る審査事項

（その１）（病院・診療所（１単位））

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

	 省略


 省略

５ 省略

（その２）・（その３） 省略

別紙７ 通所リハビリテーション事業者・介護予防通所リハビリ

テーション事業者の指定に係る審査事項

（その１）（病院・診療所（１単位））

省略 省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。
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�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

５ 省略

（その１の２） 省略

（その２）（介護老人保健施設（１単位））

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

５ 省略

（その１の２） 省略

（その２）（介護老人保健施設（１単位））

省略 省略

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

（その２の２） 省略

別紙８ 短期入所生活介護事業者・介護予防短期入所生活介護事

業者の指定に係る審査事項

（その１）（単独型の場合）

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

（その２の２） 省略

別紙８ 短期入所生活介護事業者・介護予防短期入所生活介護事

業者の指定に係る審査事項

（その１）（単独型の場合）

省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

３ 省略

（その２）（本体施設が特別養護老人ホームの場合の空床利用

型・併設事業所型の場合）

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

３ 省略

（その２）（本体施設が特別養護老人ホームの場合の空床利用

型・併設事業所型の場合）

省略 省略

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

４ 省略

（その３）（本体施設が特別養護老人ホーム以外の施設の場合の

併設事業所型の場合）

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

４ 省略

（その３）（本体施設が特別養護老人ホーム以外の施設の場合の

併設事業所型の場合）
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省略 省略

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

別紙９ 短期入所療養介護事業者・介護予防短期入所療養介護事

業者の指定に係る審査事項

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

別紙９ 短期入所療養介護事業者・介護予防短期入所療養介護事

業者の指定に係る審査事項

省略 省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

	 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類


 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

５ 省略

別紙１０ 特定施設入居者生活介護事業者・介護予防特定施設入居

者生活介護事業者の指定に係る審査事項

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

� 省略

５ 省略

別紙１０ 特定施設入居者生活介護事業者・介護予防特定施設入居

者生活介護事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

５ 省略

別紙１１ 福祉用具貸与事業者・介護予防福祉用具貸与事業者の指

定に係る審査事項

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

５ 省略

別紙１１ 福祉用具貸与事業者・介護予防福祉用具貸与事業者の指

定に係る審査事項

省略 省略

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

� 省略

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略
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４ 省略

別紙１２ 省略

別紙１３ 指定居宅介護支援事業者の指定に係る審査事項

４ 省略

別紙１２ 省略

別紙１３ 指定居宅介護支援事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス計画費の請

求に関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

別紙１４ 介護老人福祉施設の指定に係る審査事項

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

別紙１４ 介護老人福祉施設の指定に係る審査事項

省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 協力病院（協力歯科医療機関を含む。）との契約の内容

を記載した書類

� 当該申請に係る事業に係る施設介護サービス費の請求に

関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

別紙１５ 介護老人保健施設の許可に係る審査事項

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

別紙１５ 介護老人保健施設の許可に係る審査事項

省略 省略

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る施設介護サービス費の請求に

関する事項を記載した書類

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

４ 省略

別紙１６ 省略

様式第２号（第２条関係） 指定居宅サービス事業者（指定居宅介

護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者）指

定（許可）更新申請書

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

別紙１６ 省略

様式第２号（第２条関係） 指定居宅サービス事業者（指定居宅介

護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者）指

定（許可）更新申請書

省略 省略

注１～５ 省略

６ 今回指定（許可）の更新の申請をしようとする事業につい

て、指定介護療養型医療施設に係る申請の場合にあっては別

紙及び別紙注に掲げる書類を、それ以外の申請の場合にあっ

ては指定（許可）申請時に添付する指定居宅サービス事業者

（指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サ

注１～５ 省略

６ 今回指定（許可）の更新の申請をしようとする事業につい

て、指定介護療養型医療施設に係る申請の場合にあっては別

紙及び別紙注に掲げる書類を、それ以外の申請の場合にあっ

ては指定（許可）申請時に添付する指定居宅サービス事業者

（指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サ
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様式第１号別紙４に次のように加える。

ービス事業者）指定（許可）申請書（様式第１号）別紙及び

同様式別紙注に掲げる書類を添付すること。

７ 省略

様式第４号 省略

様式第５号 省略

様式第６号 省略

様式第７号 省略

様式第８号 省略

様式第９号 省略

様式第１０号 省略

様式第１１号 省略

様式第１２号（第３条関係） 業務管理体制整備（区分変更）届出書

ービス事業者）指定（許可）申請書（様式第１号）別紙及び

同様式別紙注に掲げる書類を添付すること。

７ 省略

様式第３号 省略

様式第４号 省略

様式第５号 省略

様式第６号 省略

様式第７号 省略

様式第８号 省略

様式第９号 省略

様式第１０号 省略

様式第１１号（第３条関係） 業務管理体制整備（区分変更）届出書

省略 省略

注１～６ 省略

７ 指定介護療養型医療施設にあっては、この様式中「介護保

険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律（平

成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりな

おその効力を有するものとされる同法第２６条の規定による改

正前の介護保険法」と、「介護保険法施行規則」とあるのは

「健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１

項の規定によりなおその効力を有するものとされる介護保険

法施行規則」とすること。

８ 省略

様式第１３号 省略

注１～６ 省略

７ 省略

様式第１２号 省略

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号

２８６



（その２）（訪問リハビリテーション事業・介護予防訪問リハビリテーション事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合）

※受付番号

事業所

の一部

として

使用さ

れる事

務所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

（郵便番号 － ）

（ビルの名称等）

直通連絡先 直通電話番号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

事務所の一部として使用される事務所のサ

ービス提供に当たる従業者の職種及び員数

理 学 療 法 士 作 業 療 法 士 言 語 聴 覚 士

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務

常 勤 （人）

非 常 勤 （人）

主

な

掲

示

事

項

営 業 日
日 月 火 水 木 金 土 祝 その他年間の

休 日

営業時間

平日 時 分から 時 分まで 土曜 時 分から 時 分まで 日曜又は祝日 時 分から 時 分まで

（備考）

利 用 料
法 定 代 理 受 領 分

法定代理受領分以外

その他の

費 用

通 常 の

事 業 の

実施地域

① ② ③ ④ ⑤

（備考）

注１ ※印の欄は、記入しないこと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第１号別紙１６を削る。

様式第２号に別紙として次のように加える。
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別紙 介護療養型医療施設の指定の更新に係る審査事項（総括表）

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

（郵便番号 － ）

（ビルの名称等）

直通連絡先 直 通 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

当該施設の設置に係る定款、寄附行為等の根拠条文 第 条第 項第 号

管

理

者

フ リ ガ ナ

住 所

（郵便番号 － ）

氏 名

生 年 月 日

兼 務 す る 同 一 敷 地 内 の

他 の 事 業 所 又 は 施 設

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職種及びその職種に従事する時間等

種 別

（申請するもの全てに○を記入

してください。）

療 養 病 床 を 有 す る 病 院

療 養 病 床 を 有 す る 診 療 所

老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 概 要 付表のとおり。

主

な

掲

示

事

項

入 院 患 者 の 定 員

療 養 型 病 床 群 を 有 す る 病 院 人

療 養 型 病 床 群 を 有 す る 診 療 所 人

老人性認知症疾患療養病棟を有する病院 人

利 用 料
法 定 代 理 受 領 分

法定代理受領分以外

そ の 他 の 費 用

注１ ※印の欄は、記入しないこと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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付表 介護療養型医療施設の概要

（その１）（療養病床を有する病院又は診療所の場合）

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 － ）

（ビルの名称等）
直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

入 院 患 者 の 推 定 数
療養病床を有する病院 人

療養病床を有する診療所 人

施 設 の 形 態 □完全型 □病床転換型

療 養 病 床 数 床 療 養 病 床 入 院 患 者 数 人

他 病 棟 病 床 数 床 他 病 棟 入 院 患 者 数 人

外 来 患 者 数 人 外 来 患 者 処 方 箋 数 回

従業者の職種及び員数
医 師 看 護 職 員 介 護 職 員

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務

常 勤 （人）

非 常 勤 （人）

常勤換算後の人数（人）

※基準上の必要人数（人）

※ 適 合 の 可 否

従業者の職種及び員数
薬剤師 栄養士 理学療法士 作業療法士 介護支援専門員

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

常 勤 （人）

非 常 勤 （人）

※基準上の必要人数（人）

※ 適 合 の 可 否

設備基準上の数値記載項目等 ※基準上の必要数値 ※適合の可否

病
室

１室の最大病床数 床 床以下

入院患者１人当た
り 最 小 床 面 積 平方メートル 平方メートル以上

廊
下

片 廊 下 の 幅 メートル メートル以上

中 廊 下 の 幅 メートル メートル以上

機 能 訓 練 室 の 面 積
平方メートル 平方メートル以上

食 堂 の 面 積
平方メートル 平方メートル以上

注１ ※印の欄は、記入しないこと。

２ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すこと。
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３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 開設者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該申請に係る施設

が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。）

� 施設の使用許可証（当該施設が国の開設する施設であるときは、使用承認書）の写し

� 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要を記載した書類

� 建物の構造概要を記載した書類及び各室の用途を明示した平面図並びに設備の概要を

記載した書類

� 運営規程

� 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類

� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類

� 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類

	 当該申請に係る事業に係る施設介護サービス費の請求に関する事項を記載した書類


 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項

の規定によりなおその効力を有するものとされる介護保険法施行規則（平成１１年厚生省

令第３６号）第１３８条第１項第１６号に規定する誓約書

� 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

� 介護支援専門員の氏名及びその登録番号を記載した書類

 当該指定介護療養型医療施設サービス以外のサービスを実施しようとするときは、当

該指定介護療養型医療施設サービスに係る部分とそれ以外のサービスに係る部分の料金

の状況が分かる料金表

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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（その２）（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の場合）

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

（郵便番号 － ）

（ビルの名称等）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

入 院 患 者 の 推 定 数 人

施 設 の 形 態 □完全型 □病床転換型
老 人 性 認 知 症 疾 患
療 養 病 棟 病 床 数 床 老 人 性 認 知 症 疾 患

療 養 病 棟 入 院 患 者 数 人

他 病 棟 病 床 数 床 他 病 棟 入 院 患 者 数 人

外 来 患 者 数 人 外 来 患 者 処 方 箋 数 回

従業者の職種及び員数
看 護 職 員 介 護 職 員

専 従 兼 務 専 従 兼 務

常 勤 （人）

非 常 勤 （人）

常勤換算後の人数（人）

※基準上の必要人数（人）

※ 適 合 の 可 否

従業者の職種及び員数
医 師

精 神 科

医 師
薬 剤 師 栄 養 士 作業療法士

精神保健

福祉士等

介護支援

専 門 員

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

常 勤 （人）

非 常 勤 （人）

※基準上の必要人数（人）

※ 適 合 の 可 否

設置基準上の数値記載項目等 ※基準上の必要数値 ※適合の可否

病

室

１ 室 の 最 大 病 床 数 床 床以下

入 院 患 者 １ 人 当 た り
最 小 床 面 積 平方メートル 平方メートル以上

老人性認知症疾患療養病棟
の 用 に 供 さ れ る 部 分 平方メートル 平方メートル以上
廊

下

片 廊 下 の 幅 メートル メートル以上

中 廊 下 の 幅 メートル メートル以上

生活機能回復訓練室の面積 平方メートル 平方メートル以上

デイルーム及び面会室の合計面積 平方メートル 平方メートル以上

食 堂 の 面 積 平方メートル 平方メートル以上
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注１ ※印の欄は、記入しないこと。

２ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すこと。

３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 開設者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該申請に係る施設

が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。）

� 施設の使用許可証（当該施設が国の開設する施設であるときは、使用承認書）の写し

� 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要を記載した書類

� 建物の構造概要を記載した書類及び各室の用途を明示した平面図並びに設備の概要を

記載した書類

� 運営規程

� 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類

� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類

� 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類

	 当該申請に係る事業に係る施設介護サービス費の請求に関する事項を記載した書類


 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項

の規定によりなおその効力を有するものとされる介護保険法施行規則（平成１１年厚生省

令第３６号）第１３８条第１項第１６号に規定する誓約書

� 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

� 介護支援専門員の氏名及びその登録番号を記載した書類

 当該指定介護療養型医療施設サービス以外のサービスを実施しようとするときは、当

該指定介護療養型医療施設サービスに係る部分とそれ以外のサービスに係る部分の料金

の状況が分かる料金表

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号

２９３



様式第２号の次に次の１様式を加える。
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様式第３号（第２条関係） 指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書

指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書

年 月 日

愛媛県知事 様

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

申請者

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

�
介護保険事業者番号

代表者

氏 名

住所

（郵便番号 － ）

職 名

生年月日

事業所

名 称

所 在 地
（郵便番号 － ）

利用者
の推定
数

要介護者 人

要支援者 人

合 計 人

利 用 者 の 定 員
変 更 前 変 更 後

人 人

協力医療機関

名称 診療科名

名称 診療科名

名称 診療科名

注１ 協力医療機関がある場合は、「協力医療機関」の欄に併せて記入すること。

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 建物の構造概要を記載した書類及び各室の用途を明示した平面図並びに設備の概要

を記載した書類

� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類

� 業務の全部又は一部を他の事業者に行わせる場合にあっては、受託事業者及びその

事業所の名称及び所在地を記載した書類並びに当該委託契約書の写し

� 協力医療機関（協力歯科医療機関を含む。）との契約の内容を記載した書類

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号

２９５



��������������

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２４号
愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する規則

愛媛県県立高等技術専門校運営規則（昭和３３年愛媛県規則第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１条 省略

（普通課程の訓練基準）

第２条 愛媛県県立高等技術専門校条例（昭和４４年愛媛県条例第２７

号。以下「条例」という。）第４条第１項第４号の規則で定める

基準は、次に掲げるものとする。

� 訓練の対象者については、学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）による中学校を卒業した者若しくは同法による中等教育学

校の前期課程を修了した者若しくはこれらの者と同等以上の学

力を有すると認められる者（以下「中学校卒業者等」とい

う。）又は同法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業し

た者若しくはこれらの者と同等以上の学力を有すると認められ

る者（以下「高等学校卒業者等」という。）であること。

� 訓練の実施方法については、通信の方法によつても行うこと

ができること。この場合においては、適切と認められる方法に

より添削指導及び面接指導を行うこと。

� 訓練期間については、中学校卒業者等を対象とする場合にあ

つては２年、高等学校卒業者等を対象とする場合にあつては１

年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関す

る知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合に

は、中学校卒業者等を対象とするときにあつては２年以上４年

以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあつては１年以上

４年以下で当該訓練を適切に行うことができると認められる期

間であること。

� 訓練生（訓練を受ける者をいう。以下同じ。）の数について

は、訓練を行う１単位につき５０人以下であること。

� 職業訓練指導員については、訓練生の数、訓練の実施に伴う

危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。

� 試験については、学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間

１年以内ごとに１回行うこと。ただし、最終の回の試験は、職

業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第２１条第１項の規定

による技能照査をもつて代えることができること。

（短期課程の訓練基準）

第３条 条例第４条第２項第４号の規則で定める基準は、次に掲げ

るものとする。

� 訓練の対象者については、職業に必要な技能（高度の技能を

除く。）及びこれに関する知識を習得しようとする者であるこ

と。

� 訓練の実施方法については、通信の方法によつても行うこと

ができること。この場合においては、適切と認められる方法に

より添削指導を行うほか、必要に応じて面接指導を行うこと。

第１条 省略
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� 訓練期間については、６月（訓練の対象となる技能及びこれ

に関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い

場合にあつては、１年）以下で当該訓練を適切に行うことがで

きると認められる期間であること。

第４条 省略

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略

（入校選考料等を徴収しない訓練科）

第１１条 条例第８条第１項

に規定する規則で定め

る訓練科は、第１条第２項の規定による普通課程の訓練科とす

る。

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略

（受講料）

第１５条 条例第９条第２項の規定に基づく受講料の額は、教材費等

の実費を勘案して校長が定める。

２ 省略

（入寮）

第１６条 省略

２ 条例第１０条第２項の規定に基づく寄宿舎料の額は、光熱水費の

実費を勘案して校長が定める。

第１７条 省略

第１８条 省略

第１９条 省略

別表（第１条関係）

第２条 省略

第３条 省略

第４条 省略

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

（入校選考料等を徴収しない訓練科）

第９条 愛媛県県立高等技術専門校条例（昭和４４年愛媛県条例第２７

号。以下「条例」という。）第４条第１項に規定する規則で定め

る訓練科は、第１条第２項の規定による普通課程の訓練科とす

る。

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

（受講料）

第１３条 条例第５条第２項の規定に基づく受講料の額は、教材費等

の実費を勘案して校長が定める。

２ 省略

（入寮）

第１４条 省略

２ 条例第６条第２項の規定に基づく寄宿舎料の額は、光熱水費の

実費を勘案して校長が定める。

第１５条 省略

第１６条 省略

第１７条 省略

別表（第１条関係）

名 称
職業訓練

の種類

訓練

課程
訓 練 科

訓練

定員

訓練

期間
名 称

職業訓練

の種類

訓練

課程
訓 練 科

訓練

定員

訓練

期間

愛媛県立新

居浜高等技

術専門校

普通職業

訓練

普通

課程

メカトロニクス科 １０人 ２年 愛媛県立新

居浜高等技

術専門校

普通職業

訓練

普通

課程

メカトロニクス科 １０人 ２年

自動車整備科 １５人 ２年 自動車整備科 １５人 ２年

溶接エンジニア科 ３０人 １年 短期

課程

溶接エンジニア科 ２０人 １年

１０人 ６月

愛媛県立今

治高等技術

専門校

普通職業

訓練

普通

課程

今治タオルものづ

くり科

１０人 ２年 愛媛県立今

治高等技術

専門校

普通職業

訓練

普通

課程

繊維エンジニア科 ２０人 １年

省略 省略

省略 省略

様式第１号（第４条関係） 入校願書 様式第１号（第２条関係） 入校願書

愛 媛 県 収 入 証 紙

貼 付 欄

省略

省略

愛 媛 県 収 入 証 紙

ち よ う 付 欄

省略

省略

省略 写 真 貼 付 欄

省略

省略 写 真 ち ょ う 付 欄

省略

省略 省略
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省略 省略

最 終

学 歴

卒業・修了・中退
年 月

（ 科） 卒業・修了見込

最 終

学 歴

卒業 ・中退
年 月

（ 科） 卒業見込

省略 省略

省略 省略

注１～４ 省略

５ 入校選考料が必要となる訓練科への入校を希望する者は、

入校願書に入校選考料として所定の額の愛媛県収入証紙を貼

付する こと。

様式第２号（第６条関係） 省略

様式第３号（第７条関係） 省略

注１～４ 省略

５ 入校選考料が必要となる訓練科への入校を希望する者は、

入校願書に入校選考料として所定の額の愛媛県収入証紙をち

よう付すること。

様式第２号（第４条関係） 省略

様式第３号（第５条関係） 省略

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２５号
愛媛県土地改良法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県土地改良法施行細則の一部を改正する規則

愛媛県土地改良法施行細則（昭和４０年愛媛県規則第４５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（土地改良事業の認可申請等）

第７条 法第４８条第１項、第８５条第１項、第８５条の３第１項及び第

６項並びに第９５条第１項 の規定により土地改

良事業の認可を受け、又は申請 をしようとするとき

は、それぞれ次に掲げる申請書 を知事に提出しなけれ

ばならない。

�～� 省略

（事業計画変更の認可申請）

第８条 法第４８条第１項及び第９５条の２第１項の規定により事業計

画変更の認可を受けようとするときは、土地改良事業変更認可申

請書（様式第８号）を知事に提出しなければならない。

（事業廃止の認可申請）

第９条 法第４８条第１項及び第９５条の２第１項の規定により事業廃

止の認可を受けようとするときは、土地改良事業廃止認可申請書

（様式第９号）を知事に提出しなければならない。

（農業集落排水施設整備事業の認可申請）

（土地改良事業の認可申請等）

第７条 法第４８条第１項、第８５条第１項、第８５条の３第１項及び第

６項、第９５条第１項並びに第９６条の２第１項の規定により土地改

良事業の認可を受け、申請をし、又は協議をしようとするとき

は、それぞれ次に掲げる申請書又は協議書を知事に提出しなけれ

ばならない。

�～� 省略

� 法第９６条の２第１項の事業にあつては、市町土地改良事業施

行協議書（様式第８号）

（事業計画変更の認可申請等）

第８条 法第４８条第１項、第９５条の２第１項及び第９６条の３第１項

の規定により事業計画変更の認可を受け、又は協議をしようとす

るときは、それぞれ次に掲げる申請書又は協議書を知事に提出し

なければならない。

� 法第４８条第１項及び第９５条の２第１項の事業にあつては、土

地改良事業変更認可申請書（様式第９号）

� 法第９６条の３第１項の事業にあつては、市町土地改良事業計

画変更協議書（様式第１０号）

（事業廃止の認可申請等）

第９条 法第４８条第１項、第９５条の２第１項及び第９６条の３第１項

の規定により事業廃止の認可を受け、又は協議をしようとすると

きは、それぞれ次に掲げる申請書又は協議書を知事に提出しなけ

ればならない。

� 法第４８条第１項及び第９５条の２第１項の事業にあつては、土

地改良事業廃止認可申請書（様式第１１号）

� 法第９６条の３第１項の事業にあつては、市町土地改良事業廃

止協議書（様式第１２号）

（農業集落排水施設整備事業の認可申請）
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第１０条 法第５７条の４第１項の規定により農業集落排水施設整備事

業の認可を受けようとするときは、農業集落排水施設整備事業施

行認可申請書（様式第１０号）を知事に提出しなければならない。

２ 省略

（応急工事計画の認可申請）

第１１条 法第４９条の規定により応急工事計画の認可を受けようとす

るときは、応急工事計画認可申請書（様式第１１号）を知事に提出

しなければならない。

（換地計画の認可申請）

第１２条 法第５２条第１項（法第９６条及び第９６条の４第１項において

準用する場合を含む。）の規定により換地計画の認可を受けよう

とするときは、換地計画認可申請書（様式第１２号）を知事に提出

しなければならない。

（換地計画変更の認可申請）

第１３条 法第５３条の４第１項（法第９６条及び第９６条の４第１項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により換地計画変更の認可を

受けようとするときは、換地計画変更認可申請書（様式第１３号）

を知事に提出しなければならない。

（管理規程の認可申請）

第１４条 法第５７条の２第１項（法第９６条において準用する場合を含

む。）の規定により管理規程の認可を受けようとするときは、土

地改良施設管理規程設定認可申請書（様式第１４号）を知事に提出

しなければならない。

２ 法第５７条の２第３項（法第９６条において準用する場合を含

む。）の規定により管理規程の変更又は廃止の認可を受けようと

するときは、土地改良施設管理規程変更（廃止）認可申請書（様

式第１５号）を知事に提出しなければならない。

（解散の認可申請）

第１５条 法第６７条第２項の規定により土地改良区解散の認可を受け

ようとするときは、土地改良区解散認可申請書（様式第１６号）を

知事に提出しなければならない。

（合併の認可申請）

第１６条 法第７２条第２項の規定により土地改良区合併の認可を受け

ようとするときは、土地改良区合併認可申請書（様式第１７号）を

知事に提出しなければならない。

（土地改良区連合の設立認可申請）

第１７条 法第７７条第２項の規定により土地改良区連合設立の認可を

受けようとするときは、土地改良区連合設立認可申請書（様式第

１８号）を知事に提出しなければならない。

（交換分合計画の認可申請）

第１８条 法第９８条第８項、 第９９条第１項、第１００条第１項及び

第１００条の２第１項の規定により交換分合計画の認可を受

けようとするときは、交換分合計画認可申請書（様式第１９号）を

知事に提出しなければならない。

様式第２号（第４条関係）

省略

１ 省略

２ 土地改良事業施行認可年月日 及び番号

第１０条 法第５７条の４第１項の規定により農業集落排水施設整備事

業の認可を受けようとするときは、農業集落排水施設整備事業施

行認可申請書（様式第１３号）を知事に提出しなければならない。

２ 省略

（応急工事計画の認可申請等）

第１１条 法第４９条（法第９６条の４において準用する場合を含む。）

の規定により応急工事計画の認可を受け、又は協議をしようとす

るときは、それぞれ次に掲げる申請書又は協議書を知事に提出し

なければならない。

� 法第４９条の事業にあつては、応急工事計画認可申請書（様式

第１４号）

� 法第９６条の４において準用する法第４９条の事業にあつては、

市町応急工事計画協議書（様式第１５号）

（換地計画の認可申請）

第１２条 法第５２条第１項（法第９６条及び法第９６条の４ において

準用する場合を含む。）の規定により換地計画の認可を受けよう

とするときは、換地計画認可申請書（様式第１６号）を知事に提出

しなければならない。

（換地計画変更の認可申請）

第１３条 法第５３条の４第１項（法第９６条及び法第９６条の４ にお

いて準用する場合を含む。）の規定により換地計画変更の認可を

受けようとするときは、換地計画変更認可申請書（様式第１７号）

を知事に提出しなければならない。

（管理規程の認可申請）

第１４条 法第５７条の２第１項（法第９６条において準用する場合を含

む。）の規定により管理規程の認可を受けようとするときは、土

地改良施設管理規程設定認可申請書（様式第１８号）を知事に提出

しなければならない。

２ 法第５７条の２第３項（法第９６条において準用する場合を含

む。）の規定により管理規程の変更又は廃止の認可を受けようと

するときは、土地改良施設管理規程変更（廃止）認可申請書（様

式第１９号）を知事に提出しなければならない。

（解散の認可申請）

第１５条 法第６７条第２項の規定により土地改良区解散の認可を受け

ようとするときは、土地改良区解散認可申請書（様式第２０号）を

知事に提出しなければならない。

（合併の認可申請）

第１６条 法第７２条第２項の規定により土地改良区合併の認可を受け

ようとするときは、土地改良区合併認可申請書（様式第２１号）を

知事に提出しなければならない。

（土地改良区連合の設立認可申請）

第１７条 法第７７条第２項の規定により土地改良区連合設立の認可を

受けようとするときは、土地改良区連合設立認可申請書（様式第

２２号）を知事に提出しなければならない。

（交換分合計画の認可申請）

第１８条 法第９８条第８項、法第９９条第１項及び法第１００条第１項並

びに法第１００条の２第１項の規定により交換分合計画の認可を受

けようとするときは、交換分合計画認可申請書（様式第２３号）を

知事に提出しなければならない。

様式第２号（第４条関係）

省略

１ 省略

２ 土地改良事業施行認可（同意）年月日及び番号
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３・４ 省略

注 省略

様式第７号（第７条関係）

農業協同組合等土地改良事業施行認可申請書

３・４ 省略

注 省略

様式第７号（第７条関係）

農業協同組合等土地改良事業施行認可申請書

省略 省略

注１ 省略

２ 次の書類を添付すること。

� 規約（一人施行の場合にあつては、規準）

�・� 省略

� 総会の議決があつたことを証する書面（一人施行又は共

同施行の場合にあつては、不要）

� 省略

３ 省略

注１ 省略

２ 次の書類を添付すること。

� 規約

�・� 省略

� 総会の議決があつたことを証する書面（ 共

同施行の場合にあつては、不要）

� 省略

３ 省略

様式第８号（第７条関係）

市町土地改良事業施行協議書

市町土地改良事業施行協議書

年 月 日

愛媛県知事 様

協議者 名称及び代表者の氏名 �

事 業 名 事 業

地 区 名 地 区

事業参加資格者 人（うち同意者 人）

事 業 費 円

添 付 書 類
（この欄に添付書類の名称を記入すること。）

注１ 次の書類を添付すること。

� 条例

� 議決があつたことを証する書面

� 公告した事項を記載した書面

ア 公告書の写し

イ 土地改良事業計画の概要及び土地改良法施行規則（昭

和２４年農林省令第７５号）第６条の２第１項の場合にあつ

ては、全体構成

ウ その他必要な事項

� 同意等があつたことを証する書面

ア 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第２

項に規定する土地改良事業の施行に係る地域内にある土

地につき同法第３条に規定する資格を有する者の３分の

２以上の同意があつたことを証する書面

イ 土地改良法第９６条の２第２項の土地改良区の同意があ

つたことを証する書面

ウ 土地改良法第９６条の２第３項の同意があつたことを証

する書面

エ 土地改良法第９６条の２第５項において準用する同法第

５条第７項の同意があつたことを証する書面

オ 土地改良法第９６条の２第４項において準用する同法第

５条第５項の意見を記載した書面

カ 土地改良法第９６条の２第５項において準用する同法第

５条第６項の承認があつたことを証する書面

� 事業費の細目及び資金計画を記載した書面

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号

３００



様式第８号（第８条関係）

土地改良事業計画変更認可申請書

様式第９号（第８条関係）

土地改良事業計画変更認可申請書

省略 省略

注１ 省略

２ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

による土地改良区が行う土地改良事業計画の変更（３の軽微

な変更を除く。）の場合にあつては、次の書類を添付するこ

と。

�～� 省略

３ 省略

４ 土地改良法第９５条の２第１項の規定による農業協同組合等

が行う土地改良事業計画の変更（５の軽微な変更を除く。）

の場合にあつては、次の書類を添付すること。

� 省略

� 総会の議決があつたことを証する書面（一人施行又は共

同施行の場合にあつては、不要）

� 公告した事項を記載した書面

ア・イ 省略

ウ 変更後の規約又は規準（規約又は規準を変更する必要

がある場合）

�・� 省略

５ 土地改良法第９５条の２第３項において準用する同法第４８条

第６項の省令で定める特に軽微な変更の場合にあつては、次

の書類を添付すること。

�～� 省略

� 変更後の規約又は規準（規約又は規準を変更する必要が

ある場合）

�～� 省略

６ 省略

注１ 省略

２ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

による土地改良区が行う土地改良事業計画の変更（３の場合

を除く。）の場合にあつては、次の書類を添付するこ

と。

�～� 省略

３ 省略

４ 土地改良法第９５条の２第１項の規定による農業協同組合等

が行う土地改良事業計画の変更（５の場合 を除く。）

の場合にあつては、次の書類を添付すること。

� 省略

� 総会の議決があつたことを証する書面（ 共

同施行の場合にあつては、不要）

� 公告した事項を記載した書面

ア・イ 省略

ウ 変更後の規約（規約 を変更する必要

がある場合）

�・� 省略

５ 土地改良法第９５条の２第３項において準用する同法第４８条

第６項の省令で定める特に軽微な変更の場合にあつては、次

の書類を添付すること。

�～� 省略

� 変更後の規約（規約 を変更する必要が

ある場合）

�～� 省略

６ 省略

様式第１０号（第８条関係）

市町土地改良事業計画変更協議書

市町土地改良事業計画変更協議書

年 月 日

愛媛県知事 様

協議者 名称及び代表者の氏名 �

事 業 名 事 業

地 区 名 地 区

同 意 年 月 日 年 月 日

同 意 番 号

変 更 事 項

添 付 書 類
（この欄に添付書類の名称を記入すること。）

注１ 次の書類を添付すること。

� 土地改良事業計画の変更事由を記載した書面

� 変更後の条例（条例を変更する必要がある場合）

� 議決があつたことを証する書面

� 公告した事項を記載した書面

ア 公告書の写し

イ 変更後の土地改良事業計画の概要及び土地改良法施行

規則（昭和２４年農林省令第７５号）第６条の２第１項に規

定する場合にあつては、変更後の全体構成

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号

３０１



様式第９号（第９条関係）

土地改良事業廃止認可申請書

ウ その他必要な事項

� 同意等があつたことを証する書面

ア 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第２

項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良

事業の施行に係る地域内にある土地につき同法第３条に

規定する資格を有する者の３分の２以上の同意があつた

ことを証する書面

イ 土地改良法第９６条の３第２項の土地改良区の同意があ

つたことを証する書面

ウ 土地改良法第９６条の３第３項の同意があつたことを証

する書面

エ 土地改良法第９６条の３第５項において準用する同法第

４８条第９項において準用する同法第５条第７項の同意が

あつたことを証する書面

オ 土地改良法第９６条の３第４項において準用する同法第

５条第５項の意見を記載した書面

カ 土地改良法第９６条の３第５項において準用する同法第

４８条第９項において準用する同法第５条第６項の承認が

あつたことを証する書面

� 計画変更後に行う土地改良事業の事業費の細目及び資金

計画を記載した書面

２ 土地改良法第９６条の３第５項において準用する同法第４８条

第６項の省令で定める特に軽微な変更の場合にあつては、次

の書類を添付すること。

� 土地改良事業計画の変更事由を記載した書面

� 変更後の条例（条例を変更する必要がある場合）

� 議決があつたことを証する書面

� 変更後の土地改良事業計画の概要及び土地改良法施行規

則第６条の２第１項に規定する場合にあつては、変更後の

全体構成

� 同意等があつたことを証する書面

ア 土地改良法第９６条の３第５項において準用する同法第

４８条第６項の参加する旨の申出があつたことを証する書

面

イ 土地改良法第９６条の３第５項において準用する同法第

４８条第９項において準用する同法第５条第７項の同意が

あつたことを証する書面

ウ 土地改良法第９６条の３第４項において準用する同法第

５条第５項の意見を記載した書面

エ 土地改良法第９６条の３第５項において準用する同法第

４８条第９項において準用する同法第５条第６項の承認が

あつたことを証する書面

� 計画変更後に行う土地改良事業の事業費の細目及び資金

計画を記載した書面

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第１１号（第９条関係）

土地改良事業廃止認可申請書

省略 省略

注１・２ 省略

３ 土地改良法第９５条の２第１項の規定による農業協同組合等

が行う土地改良事業の廃止の場合にあつては、次の書類を添

付すること。

注１・２ 省略

３ 土地改良法第９５条の２第１項の規定による農業協同組合等

が行う土地改良事業の廃止の場合にあつては、次の書類を添

付すること。

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号

３０２



� 省略

� 総会の議決があつたことを証する書面（一人施行又は共

同施行の場合にあつては、不要）

� 公告した事項を記載した書面

ア・イ 省略

ウ 変更後の規約又は規準（規約又は規準を変更する必要

がある場合）

� 省略

４ 省略

� 省略

� 総会の議決があつたことを証する書面（ 共

同施行の場合にあつては、不要）

� 公告した事項を記載した書面

ア・イ 省略

ウ 変更後の規約（規約 を変更する必要

がある場合）

� 省略

４ 省略

様式第１２号（第９条関係）

市町土地改良事業廃止協議書

市町土地改良事業廃止協議書

年 月 日

愛媛県知事 様

協議者 名称及び代表者の氏名 �

事 業 名 事 業

地 区 名 地 区

同 意 年 月 日 年 月 日

同 意 番 号

添 付 書 類
（この欄に添付書類の名称を記入すること。）

様式第１０号 省略

様式第１１号 省略

注１ 次の書類を添付すること。

� 土地改良事業の廃止の事由を記載した書面

� 変更後の条例（条例を変更する必要がある場合）

� 議決があつたことを証する書面

� 公告した事項を記載した書面

ア 公告書の写し

イ 廃止する旨及び廃止の理由（現に２以上の土地改良事

業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業

のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称

及び廃止の理由）

� 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第２項

に規定する廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域内に

ある土地につき同法第３条に規定する資格を有する者の３

分の２以上の同意があつたことを証する書面

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第１３号 省略

様式第１４号 省略

様式第１５号（第１１条関係）

市町応急工事計画協議書

市町応急工事計画協議書

年 月 日

愛媛県知事 様

協議者 名称及び代表者の氏名 �

事 業 名 事 業

地 区 名 地 区

災 害 発 生 年 月 日 年 月 日

事 業 費 円

注１ 次の書類を添付すること。

� 応急工事計画を記載した書面

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号

３０３



様式第１２号（第１２条関係）

換地計画認可申請書

� 土地改良事業を急速に行うことを必要とする事由を記載

した書面

� 議決があつたこと証する書面

� 事業費の細目及び資金計画を記載した書面

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第１６号（第１２条関係）

換地計画認可申請書

省略 省略

注１ 省略

２ 次の書類を添付すること。

�～� 省略

� 異種目換地及び特別換地の同意書（土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第５３条第１項ただし書（同法第９６条及び

第９６条の４第１項において準用する場合を含む。）の同意

があつたことを証する書面をいう。）

� 創設換地を取得する者の同意書（土地改良法第５３条の３

第２項（同法第５３条の３の２第２項（同法第９６条及び第９６

条の４第１項において準用する場合を含む。）、第９６条及

び第９６条の４第１項において準用する場合を含む。）の同

意があつたことを証する書面をいう。）

� 公定計画証明書（土地改良法第５３条の３第１項第２号ロ

（同法第９６条及び第９６条の４第１項において準用する場合

を含む。）に規定する計画において農業を営む者の生活上

又は農業経営上必要な施設の種類、位置及び規模が定めら

れていることを証する書面をいう。）

３ 省略

様式第１３号（第１３条関係）

換地計画変更認可申請書

注１ 省略

２ 次の書類を添付すること。

�～� 省略

� 異種目換地及び特別換地の同意書（土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第５３条第１項ただし書（同法第９６条及び

第９６条の４ において準用する場合を含む。）の同意

をいう。）

� 創設換地を取得する者の同意書（土地改良法第５３条の３

第２項（同法第５３条の３の２第２項において準用する場合

を含む。）（同法 第９６条及

び第９６条の４ において準用する場合を含む。）の同

意 をいう。）

� 公定計画証明書（土地改良法第５３条の３第１項第２号ロ

（同法第９６条及び第９６条の４ において準用する場合

を含む。）に規定する計画

をいう。）

３ 省略

様式第１７号（第１３条関係）

換地計画変更認可申請書

省略 省略

注１ 省略

２ 次の書類を添付すること。

�～� 省略

� 異種目換地及び特別換地の同意書（土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第５３条第１項ただし書（同法第９６条及び

第９６条の４第１項において準用する場合を含む。）の同意

があつたことを証する書面をいう。）

� 創設換地を取得する者の同意書（土地改良法第５３条の３

第２項（同法第５３条の３の２第２項（同法第９６条及び第９６

条の４第１項において準用する場合を含む。）、第９６条及

び第９６条の４第１項において準用する場合を含む。）の同

意があつたことを証する書面をいう。）

� 公定計画証明書（土地改良法第５３条の３第１項第２号ロ

（同法第９６条及び第９６条の４第１項において準用する場合

を含む。）に規定する計画において農業を営む者の生活上

又は農業経営上必要な施設の種類、位置及び規模が定めら

れていることを証する書面をいう。）

３ 省略

様式第１４号 省略

様式第１５号 省略

様式第１６号 省略

様式第１７号 省略

様式第１８号 省略

注１ 省略

２ 次の書類を添付すること。

�～� 省略

� 異種目換地及び特別換地の同意書（土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第５３条第１項ただし書（同法第９６条及び

第９６条の４ において準用する場合を含む。）の同意

をいう。）

� 創設換地を取得する者の同意書（土地改良法第５３条の３

第２項（同法第５３条の３の２第２項において準用する場合

を含む。）（同法 第９６条及

び第９６条の４ において準用する場合を含む。）の同

意 をいう。）

� 公定計画証明書（土地改良法第５３条の３第１項第２号ロ

（同法第９６条及び第９６条の４ において準用する場合

を含む。）に規定する計画

をいう。）

３ 省略

様式第１８号 省略

様式第１９号 省略

様式第２０号 省略

様式第２１号 省略

様式第２２号 省略

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号

３０４
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様式第１９号（第１８条関係）

交換分合計画認可申請書

様式第２３号（第１８条関係）

交換分合計画認可申請書

省略 省略

注１・２ 省略

３ 申請者が農業協同組合、農地保有合理化法人又は農地利用

集積円滑化団体の場合にあつては、次の書類を添付するこ

と。

� 省略

� 土地改良法第１００条第１項の同意があつたことを証する

書面及び総会（総会を置かない農地保有合理化法人又は農

地利用集積円滑化団体にあつては、当該農地保有合理化法

人又は農地利用集積円滑化団体の理事が組織する会議）の

議事録の謄本

�・� 省略

４・５ 省略

注１・２ 省略

３ 申請者が農業協同組合又は農地保有合理化法人

の場合にあつては、次の書類を添付するこ

と。

� 省略

� 土地改良法第１００条第１項の同意があつたことを証する

書面及び総会（総会を置かない農地保有合理化法人

にあつては、当該農地保有合理化法

人 の理事が組織する会議）の

議事録の謄本

�・� 省略

４・５ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２６号
愛媛県農林水産研究所使用規則及び愛媛県執務時間規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県農林水産研究所使用規則及び愛媛県執務時間規則の一部を改正する規則

（愛媛県農林水産研究所使用規則の一部改正）

第１条 愛媛県農林水産研究所使用規則（昭和３８年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（花き研究指導室及び東温研修地の休館日）

第９条 花き研究指導室及び 東温研修地

の休館日は、次のとおりとす

る。

�～� 省略

� 東温研修地にあつては、１月１日から５日

まで及び１２月２７日から３１日まで

� 省略

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めると

きは、休館日に花き研究指導室及び東温研修地を使用させること

がある。

（花き研究指導室等の自由使用）

第１０条 花き研究指導室、展示研修施設及び東温研修地（以下「花

き研究指導室等」という。）は、花き研究指導室の研修室及び展

示研修施設の研修室並びに管理上支障がある部分を除き、自由な

使用に供する。

（花き研究指導室等の休館日）

第９条 花き研究指導室及び展示研修施設並びに東温研修地（以下

「花き研究指導室等」という。）の休館日は、次のとおりとす

る。

�～� 省略

� 展示研修施設及び東温研修地にあつては、１月１日から５日

まで及び１２月２７日から３１日まで

� 省略

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めると

きは、休館日に花き研究指導室等 を使用させること

がある。

（花き研究指導室等の自由使用）

第１０条 花き研究指導室等

は、花き研究指導室の研修室及び展

示研修施設の研修室並びに管理上支障がある部分を除き、自由な

使用に供する。

（愛媛県執務時間規則の一部改正）

第２条 愛媛県執務時間規則（平成元年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）
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省略 省略

愛媛県農林水産研究所林業研究センター

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２７号
愛媛県屋外広告物条例施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県屋外広告物条例施行規則等の一部を改正する規則

（愛媛県屋外広告物条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第９３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（登録及び更新の登録の申請手続）

第１６条 省略

２・３ 省略

４ 条例第３１条第２項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる

ものとする。

� 登録申請者（法人である場合にあつてはその役員とし、営業

に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあ

つてはその法定代理人（法人である場合にあつては、その役

員）を含む。次号において同じ。）の略歴を記載した書面

� 省略

� 登録申請者（営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成

年者である場合にあつては、その法定代理人）が法人である場

合にあつては、登記事項証明書

�・� 省略

５ 省略

（登録事項の変更の届出の手続）

第１８条 省略

２ 省略

３ 第１項の屋外広告業登録事項変更届出書を提出する場合におい

て、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に

定める書類を添付しなければならない。

�～� 省略

� 条例第３１条第１項第４号に掲げる事項の変更

ア 法定代理人が個人である場合 住民票の抄本又はこれに代

わる書面

イ 個人が新たに法定代理人となる場合 住民票の抄本又はこ

れに代わる書面、第１６条第３項の誓約書及び同条第５項の略

歴書

ウ 法定代理人が法人である場合 登記事項証明書並びに新た

に当該法人の役員となる者がある場合にあつては、当該役員

に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面、第１６条第３項の

誓約書及び同条第５項の略歴書

エ 法人が新たに法定代理人となる場合 登記事項証明書、役

員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面、第１６条第３項

の誓約書及び同条第５項の略歴書

（登録及び更新の登録の申請手続）

第１６条 省略

２・３ 省略

４ 条例第３１条第２項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる

ものとする。

� 登録申請者（法人である場合にあつてはその役員を 、営業

に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあ

つてはその法定代理人

を含む。次号において同じ。）の略歴を記載した書面

� 省略

� 登録申請者

が法人である場

合にあつては、登記事項証明書

�・� 省略

５ 省略

（登録事項の変更の届出の手続）

第１８条 省略

２ 省略

３ 第１項の屋外広告業登録事項変更届出書を提出する場合におい

て、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に

定める書類を添付しなければならない。

�～� 省略

� 条例第３１条第１項第４号に掲げる事項の変更 住民票の抄本

又はこれに代わる書面並びに新たに法定代理人となる者がある

場合においては、当該法定代理人に係る第１６条第３項の誓約書

及び同条第５項の略歴書
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� 省略

（許可手数料）

第３０条 条例第４７条第１項第１号の規定による手数料の額は、別表

第４のとおりとする。

別表第４（第３０条、様式第２号関係） 省略

様式第２号（第６条関係） 屋外広告物許可申請書

（表）

� 省略

（許可手数料）

第３０条 条例第４７条第１項第１号の規定による手数料の額は、別表

第３のとおりとする。

別表第４（第３０条 関係） 省略

様式第２号（第６条関係） 屋外広告物許可申請書

（表）

省略 省略

※

許

可

通

知

欄

省略 ※

許

可

通

知

欄

省略

省略 省略

許可手数料 （規則別表第４ に該当） 許可手数料 （規則別表第３ に該当）

省略 省略

注 省略

（裏） 省略

様式第１３号（第１６条関係） 屋外広告業登録（更新登録）申請書

注 省略

（裏） 省略

様式第１３号（第１６条関係） 屋外広告業登録（更新登録）申請書

省略 省略

ふりがな

氏 名

法人にあつて�
�
�
�
�
�
�
�

は 、 そ の 名

�
�
�
�
�
�
�
�

称及び代表者

の氏名

ふりがな

氏 名

法人にあつて�
�
�
�
�
�
�
�

は 、 そ の 名

�
�
�
�
�
�
�
�

称、代表者

の氏名

省略 省略

３ 申請者が法

人である場合

は、役員（業

務を執行する

社 員、取 締

役、執行役又

はこれらに準

ずる者。以下

同じ。）の職

氏名

省略 ３ 申請者が法

人である場合

は、役員（業

務を執行する

社 員、取 締

役、執行役又

はこれらに準

ずる者

）の職

氏名

省略

４ 申請者が未

成年者である

場合は、法定

代理人の氏名

（法人にあつ

ては、その名

称及び代表者

の氏名）及び

住所

ふりがな

氏 名

法人の名称�
�
�
�
�
�

及び代表者

�
�
�
�
�
�の氏名

４ 申請者が未

成年者である

場合は、法定

代理人の氏名

及び

住所

ふりがな

氏 名

省略 省略

５ 法定代理人

が法人である

場合は、その

役員の職氏名

役 職 名 ・ 呼 称
ふ り が な

氏 名

６ 省略 ５ 省略
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（愛媛県証紙貼付欄 ） （愛媛県証紙ちよう付欄）

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 申請者（法人である場合にあつてはその役員とし、営業

に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合

にあつてはその法定代理人（法人である場合にあつては、

その役員）を含む。）の略歴を記載した書面（様式第１５

号）

� 申請者（法人である場合にあつてはその役員とし、営業

に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合

にあつてはその法定代理人（法人である場合にあつては、

その役員）を含む。）の住民票の抄本又はこれに代わる書

面

� 申請者（営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成

年者である場合にあつては、その法定代理人）が法人であ

る場合にあつては、登記事項証明書

�・� 省略

様式第１４号（第１６条、様式第１３号関係） 誓約書

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 申請者（法人である場合にあつてはその役員を 、営業

に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合

にあつてはその法定代理人

を含む。）の略歴を記載した書面（様式第１５

号）

� 申請者（法人である場合にあつてはその役員を 、営業

に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合

にあつてはその法定代理人

を含む。）の住民票の抄本又はこれに代わる書

面

� 申請者

が法人であ

る場合にあつては、登記事項証明書

�・� 省略

様式第１４号（第１６条、様式第１３号関係） 誓約書

省略

登録申請者及び法定代理人並びにこれらの役員は、愛媛県屋

外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号）第３３条第１項各号

のいずれにも該当しない者であることを誓約します。

省略

省略

登録申請者、その役員及び法定代理人 は、愛媛県屋

外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号）第３３条第１項各号

のいずれにも該当しない者であることを誓約します。

省略

様式第１５号（第１６条、様式第１３号関係） 略歴書

省略

（法人の役員・本人・法定代理人・法定代理人の役員）

省略

様式第１５号（第１６条、様式第１３号関係） 略歴書

省略

（法人の役員・本人・法定代理人 ）

省略

省略 省略

注 省略 注 省略

（愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則の一部改正）

第２条 愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則（昭和４０年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第３条関係） 母子福祉資金貸付申請書

様式第１号（その１）個人用

省略

様式第１号（第３条関係） 母子福祉資金貸付申請書

様式第１号（その１）個人用

省略

省略 省略

省略 省略

省略

貸付申請者
住所

氏名 �

住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地）�
	
	
	
	
	
	

�

法定代理人

�
	
	
	
	
	
	



氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）

�

省略

連帯保証人
住所

氏名 �

省略

貸付申請者
住所

氏名 �

�
	
	

�

法定代理人
住所

�
	
	



氏名 �

省略

連帯保証人
住所

氏名 �
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住所

氏名 �

省略

住所

氏名 �

省略

省略 省略

（様式第１号（その１）の裏面） 省略

様式第１号（その２） 省略

様式第８号（第８条関係） 母子福祉資金増額申請書

省略

（様式第１号（その１）の裏面） 省略

様式第１号（その２） 省略

様式第８号（第８条関係） 母子福祉資金増額申請書

省略

省略 省略

省略

申 請 者
住所

氏名 �

住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地）�
�
�
�
�
�
�
��

法定代理人

�
�
�
�
�
�
�
��

氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）

�

省略

連帯保証人
住所

氏名 �

住所

氏名 �

省略

省略

申請者
住 所

氏 名 �

�
�
�
��
法定代理人

住 所
�
�
�
��氏 名 �

省略

連帯保証人
住 所

氏 名 �

住 所

氏 名 �

省略

省略 省略

記載上の注意 省略

様式第９号（第９条関係） 母子福祉資金貸付継続申請書

省略

記載上の注意 省略

様式第９号（第９条関係） 母子福祉資金貸付継続申請書

省略

省略 省略

省略

申 請 者
住所

氏名 �

住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地）

法定代理人
氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）

�

省略

連帯保証人
住所

氏名 �

住所

氏名 �

省略

省略

申 請 者 住 所

氏 名 �

法定代理人 住 所

氏 名 �

省略

連帯保証人 住 所

氏 名 �

住 所

氏 名 �

省略

省略 省略

（注） 省略 （注） 省略

（住民基本台帳法施行細則の一部改正）

第３条 住民基本台帳法施行細則（平成１４年愛媛県規則第５２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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�愛媛県告示第４５７号
清純な施設環境を保持しなければならない施設（昭和４６年８月愛

媛県告示第６５７号）は、平成２４年３月３１日限り廃止する。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第３条関係） 本人確認情報開示請求書 様式第２号（第３条関係） 本人確認情報開示請求書

省略 省略

氏名

（ 年 月 日生）男・女

請 求 者 住所

郵便番号

電話番号

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

法定代理人
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

郵便番号

電話番号

氏名

（ 年 月 日生）男・女

請 求 者 住所

郵便番号

電話番号

氏名

法定代理人
住所

郵便番号

電話番号

省略 省略

様式第４号（第５条関係） 本人確認情報訂正（追加、削除）申出

書

様式第４号（第５条関係） 本人確認情報訂正（追加、削除）申出

書

省略

氏名

（ 年 月 日生）男・女

申 出 者 住所

郵便番号

電話番号

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

法定代理人
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

郵便番号

電話番号

省略

氏名

（ 年 月 日生）男・女

申 出 者 住所

郵便番号

電話番号

氏名

法定代理人
住所

郵便番号

電話番号

省略 省略

注 省略 注 省略

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第４５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第４５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山３００２番から

同町上山２９５７番３地先まで

旧 ３．５～２９．０ ０．２５６

新 １４．０～１１０．０ ０．２３０

〃 〃
四国中央市新宮町上山７０７番から

同町上山６８３番まで

旧 ３．７～１３．０ ０．２１８

新 １０．５～１８．２ ０．２０７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山１００５番２から

同町上山９９７番５まで

旧 ３．７～６．２ ０．１４０

新 １２．６～１６．７ ０．１３５

〃 〃
四国中央市新宮町上山２番６から

同町上山１番１０まで

旧 ３．６～１２．１ ０．０８０

新 ８．３～１２．１ ０．０８０

〃 〃 四国中央市寒川町字寒川山乙２５４番５９

旧 １３．０～１８．０ ０．０４８

新 １９．０～３２．０ ０．０４８

〃 〃 四国中央市具定町字日之尾山乙６４番３５

旧 １４．０～１８．０ ０．０４４

新 ２０．０～２９．０ ０．０４４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山１００５番２から

同町上山９９７番５まで
平成２４年３月３０日

〃 〃
四国中央市新宮町上山２番６から

同町上山１番１０まで
〃

〃 〃 四国中央市寒川町字寒川山乙２５４番５９ 〃

〃 〃 四国中央市具定町字日之尾山乙６４番３５ 〃

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号
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�愛媛県訓令第２号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県研修所規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県研修所規程の一部を改正する訓令

愛媛県研修所規程（昭和３０年愛媛県訓令第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（研修区分）

第１０条 研修は、階層別研修、ステージアップ研修、指導者養成研

修、出前講座、市町職員研修及び部局研修の区分によつて行う。

（研修区分）

第１０条 研修は、階層別研修、ステージアップ研修、専門研修

、市町職員研修及び部局研修の区分によつて行う。

附 則

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県訓令第３号
保 健 福 祉 部

中 予 地 方 局

子ども療育センター

愛媛県立子ども療育センター処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立子ども療育センター処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（平成１９年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（専決事項）

第４条 所長の専決処理すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

ただし、重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ

知事の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 愛媛県立子ども療育センター使用規則（平成１９年愛媛県規則

第１９号。以下「規則」という。）第６条ただし書、第１５条ただ

し書、第２４条ただし書、第３３条ただし書及び第４１条ただし書の

規定による入所又は通所の期間の変更に関すること。

� 規則第８条、第１７条、第２６条、第３５条及び第４３条の規定によ

る入所又は通所の可否の決定及び 契約の締結に関すること。

� 規則第１１条、第２０条、第２９条、第３７条及び第４５条の規定によ

る契約の解除及び退所処分に関すること。

� 規則第５０条、第５２条及び第５３条の規定によるセンターの施

設、附属設備及び備品の利用の許可及び利用の変更の許可並び

に利用の許可の取消し等に関すること。

� 省略

（専決事項）

第４条 所長の専決処理すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

ただし、重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ

知事の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 愛媛県立子ども療育センター使用規則（平成１９年愛媛県規則

第１９号。以下「規則」という。）第６条ただし書、第１５条ただ

し書、第２４条ただし書及び第３６条ただし書 の

規定による入所又は通園の期間の変更に関すること。

� 規則第８条、第１７条、第２６条及び第３８条 の規定によ

る入所及び通園の可否の決定並びに契約の締結に関すること。

� 規則第１１条、第２０条及び第２９条 の規定によ

る契約の解除及び退所処分に関すること。

� 規則第４２条、第４４条及び第４５条の規定によるセンターの施

設、附属設備及び備品の利用の許可及び利用の変更の許可並び

に利用の許可の取消し等に関すること。

� 省略

附 則

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号
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�愛媛県教育委員会規則第２号
学校教育法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

学校教育法施行細則の一部を改正する規則

学校教育法施行細則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則第２０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（学級編制及び変更の届出手続）

第１５条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関

する法律（昭和３３年法律第１１６号）の規定により、学級編制を行

つたとき、又は届け出た学級編制を変更したときは、その理由を

具し、様式第５号による学級編制表を添えて、

県委員会に届け出なければならない。

様式第５号（第１５条関係） 小・中学校学級編制表

省略

（学級編制及び変更の協議手続）

第１５条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関

する法律（昭和３３年法律第１１６号）の規定によつて、学級を編制

し又はこれを変更しようとする ときは、その理由を

具し、様式第５号による学級編制表を添えて、新たな学年にかか

るものにあつては２月１０日までに、学年の中途にかかるものにあ

つては速やかに県委員会に協議しなければならない。

様式第５号（第１５条関係）

省略

年度
年度届出済編制 年度届出（変更）編制

省略 年度
年度同意済編制 年度同意（変更）編制

省略

省略 省略

省略 省略

注 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 省略

４ 省略

注

１ 省略

２ 省略

３ 翌年度編制表の場合は、（変更）の２字をまつ消するこ

と。

附 則

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

２ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律（平成２３年法律第１９号）第１条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和３３年法

律第１１６号）第５条前段の規定により市町又は学校組合の教育委員会が最初に届け出る学級編制に係る改正後の学校教育法施行細則様式

第５号の規定の適用については、同様式中「年度届出済編制」とあるのは、「年度同意済編制」とする。

�愛媛県教育委員会規則第３号
技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

技能労務職員の給与に関する規則（昭和４９年愛媛県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

職名 支給額 職名 支給額

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号
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甲板長 ４，４００円

操機長 ３，０００円

冷凍長 ３，９００円

司厨長 ３，６００円

甲板員（校長があ

らかじめ指定する

者に限る。）

３，３００円

甲板員

省略

甲板員（校長があ

らかじめ指定する

者を除く。）

省略

省略 省略

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第４号
県立学校における授業料等減免規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

県立学校における授業料等減免規則等の一部を改正する規則

（県立学校における授業料等減免規則の一部改正）

第１条 県立学校における授業料等減免規則（昭和３０年愛媛県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第５条関係） 授業料減免申請書

省略

住 所

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

省略

様式第１号（第５条関係） 授業料減免申請書

省略

住 所

氏 名

�

省略

省略 省略

注１ 保護者又はこれに代わる者が個人の場合にあつては、記

名押印に代えて署名することができる。

２・３ 省略

様式第２号（第５条関係） 授業料減免調書

注１ 記

名押印に代えて署名することができる。

２・３ 省略

様式第２号（第５条関係） 授業料減免調書

省略 省略 省略 省略

省略

住 所

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

省略

住 所

氏 名

�

省略 省略

注１ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

２ 省略

３ 不要の文字は、抹消すること。

注１ 申請者は、 記名押印に代えて署名

することができる。

２ 省略

（学校教育法施行細則の一部改正）

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号
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第２条 学校教育法施行細則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則第２０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第６号（第２８条関係） 特別支援学校に就学すべき者の報告

省略

様式第６号（第２８条関係）

省略

児 童 生 徒 保 護 者 児 童 生 徒 保 護 者

氏 名 性別 生年

月日

住 所 入学前

の経歴

氏 名

（法人にあ

つては、名

称及び代表

者の氏名）

住 所 氏 名 性別 生年

月日

住 所 入学前

の経歴

氏 名 住 所

省略 省略

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 省略

３ 省略

注

１ 省略

２ 省略

（愛媛県県立学校学則の一部改正）

第３条 愛媛県県立学校学則（昭和３３年愛媛県教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第９条関係） 誓約書

省略

保証人

（親権者）後見人

住 所

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

省略

私は、この度 本校に入学しました上は、必ず学則に従い、校則

を守り、生徒としての本分を守ることを保証人と連署の上誓約しま

す。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第２号（第９条関係）

省略

保証人

（親権者）後見人

住 所

氏 名

�

省略

私は、このたび本校に入学しました上は、必ず学則に従い、校則

を守り、生徒としての本分を守ることを保証人と連署の上誓約しま

す。

（愛媛県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則の一部改正）

第４条 愛媛県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則（昭和５０年愛媛県教育委員会規則第３号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条関係） 愛媛県高等学校定時制課程及び通信制

課程修学奨励資金貸与申請書

省略

本人との続柄

氏 名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

愛媛県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条

例施行規則（昭和５０年愛媛県教育委員会規則第３号）第２条の規

定により、修学奨励資金を受けたいので、関係書類を添えて申請

します。

様式第１号（第２条関係）

省略

本人との続柄

氏 名

�

愛媛県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条

例施行規則 第２条の規

定により、修学奨励資金を受けたいので、関係書類を添えて申請

します。

省略 省略

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号
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人事委員会規則
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注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１２３
職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県人事委員会委員長 木 村 スズコ

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（漁労手当）

第１７条 条例第２６条に定める手当の額は、作業に従事した日１日に

つき次の表に定める額とする。

（漁労手当）

第１７条 条例第２６条に定める手当の額は、作業に従事した日１日に

つき次の表に定める額とする。

職 名 手当の額 職 名 手当の額

省略 省略

１等機関士、２等航海士及び２等機関士 省略 １等機関士、２等航海士及び２等機関士 省略

甲板長 ４，４００円

操機長 ３，０００円

冷凍長 ３，９００円

甲板員 ３，３００円

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則第１７条の規定は、平成２４年１月１３日から適用する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１２４
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県人事委員会委員長 木 村 スズコ

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１５（第４条関係）

医療職給料表�級別資格基準表

別表第１５（第４条関係）

医療職給料表�級別資格基準表

職 種 学歴免許等
職 務 の 級

職 種 学歴免許等
職 務 の 級

１ 級 ２ 級 ３ 級 １ 級 ２ 級 ３ 級

大学６卒
２

０ ２

薬剤師及び獣医師 大 学 卒
５

薬剤師及び獣医師 大 学 卒
５

０ ５ ０ ５

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号

３１６



短 大 卒
２．５ ５

０ ２．５ ８

省略 省略

短大３卒
１ ５

０ １ ６

歯 科 衛 生 士
短大２卒

２．５ ５ 歯 科 衛 生 士
短 大 卒

２．５ ５

０ ２．５ ８ ０ ２．５ ８

省略 省略

省略 省略

備考

１ 省略

２ 薬剤師法の一部を改正する法律（平成１６年法律第１３４

号）附則第３条の規定により薬剤師となつた者に対する

この表の学歴免許等欄の適用については、「大学６卒」

の区分によるものとする。

別表第２０（第５条、第１１条関係）

学歴免許等資格区分表

備考

省略

別表第２０（第５条、第１１条関係）

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分 学歴免許等の区分

基準学

歴区分
学歴区分

学 歴 免 許 等 の 資 格 基準学

歴区分
学歴区分

学 歴 免 許 等 の 資 格

１ 大

学卒

一・二

省略

１ 大

学卒

一・二

省略

三 専門

職学位

課程修

了

� 学校教育法による専門職大学院専門

職学位課程の修了

� 上記に相当すると人事委員会が認め

る学歴免許等の資格

三 専門

職学位

課程修

了

学校教育法による専門職大学院専門

職学位課程の修了

四 大学

６卒

� 学校教育法による大学の医学若しく

は歯学に関する学科（同法第８５条ただ

し書に規定する学部以外の教育研究上

の基本となる組織を置く場合における

相当の組織を含む。以下同じ。）又は

薬学若しくは獣医学に関する学科（修

業年限６年のものに限る。）の卒業

� 省略

四 大学

６卒

� 学校教育法による大学の医学若しく

は歯学に関する学科（同法第８５条ただ

し書に規定する学部以外の教育研究上

の基本となる組織を置く場合における

相当の組織を含む。以下同じ。）又は

獣医学に関する学科（修

業年限６年のものに限る。）の卒業

� 省略

五・六

省略

五・六

省略

２～４

省略

２～４

省略

備考 省略

別表第２３（第１０条関係）

行政職給料表初任給基準表

備考 省略

別表第２３（第１０条関係）

行政職給料表初任給基準表

職種 試 験 学 歴 免 許 等 初 任 給 職種 試 験 学 歴 免 許 等 初 任 給
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一般 正規

の試

験

上級 １級２７号給 一般 正規

の試

験

上級 １級２５号給

中級 １級１７号給 中級 １級１５号給

初級 １級７号給 初級 １級５号給

そ の 他 高 校 卒 １級３号給 そ の 他 高 校 卒 １級１号給

無線

従事

者

第１級総合無線通信士

第１級海上無線通信士

第１級陸上無線技術士

１級２７号給

無線

従事

者

第１級総合無線通信士

第１級海上無線通信士

第１級陸上無線技術士

１級２５号給

第２級総合無線通信士

第２級海上無線通信士

第２級陸上無線技術士

第１級陸上特殊無線技士

１級１１号給

第２級総合無線通信士

第２級海上無線通信士

第２級陸上無線技術士

第１級陸上特殊無線技士

１級９号給

航空無線通信士 １級７号給 航空無線通信士 １級５号給

第３級総合無線通信士

第３級海上無線通信士

国内電信級陸上特殊無線技士

第４級海上無線通信士

第１級海上特殊無線技士

その他の資格

１級３号給

第３級総合無線通信士

第３級海上無線通信士

国内電信級陸上特殊無線技士

第４級海上無線通信士

第１級海上特殊無線技士

その他の資格

１級１号給

船員 大 学 卒 １級３１号給 船員 大 学 卒 １級２９号給

短 大 卒 １級２１号給 短 大 卒 １級１９号給

高 校 卒 １級１１号給 高 校 卒 １級９号給

備考

１～３ 省略

４ 薬剤師のうち、その者の有する学歴免許等の資格が「大

学６卒」である者又は医療職給料表�級別資格基準表の備

考第２項に規定する者で、薬学に関する専門的知識を必要

とする業務に従事するもの及び獣医師のうち、その者の有

する学歴免許等の資格が「大学６卒」である者で獣医学に

関する専門的知識を必要とする業務に従事するものにこの

表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会

が別に定める。

別表第２４（第１０条関係）

公安職給料表初任給基準表

備考

１～３ 省略

４

獣医師のうち、その者の有

する学歴免許等の資格が「大学６卒」である者で獣医学に

関する専門的知識を必要とする業務に従事するものにこの

表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会

が別に定める。

別表第２４（第１０条関係）

公安職給料表初任給基準表

試 験 学 歴 免 許 等 初 任 給 試 験 学 歴 免 許 等 初 任 給

正規の

試験

上 級 ３級３号給
正規の

試験

上 級 ３級１号給

中 級 ２級５号給 中 級 ２級３号給

初 級 １級５号給 初 級 １級１号給

備考 省略

別表第２５（第１０条関係）

研究職給料表初任給基準表

備考 省略

別表第２５（第１０条関係）

研究職給料表初任給基準表

試 験 学 歴 免 許 等 初 任 給 試 験 学 歴 免 許 等 初 任 給

正規の

試験

上 級 １級２７号給
正規の

試験

上 級 １級２５号給

中 級 １級１７号給 中 級 １級１５号給

初 級 １級７号給 初 級 １級５号給

そ の 他 高 校 卒 １級３号給 そ の 他 高 校 卒 １級１号給

備考 薬剤師のうち、その者の有する学歴免許等の資格が「大

学６卒」である者又は医療職給料表�級別資格基準表の備

考第２項に規定する者で、薬学に関する専門的知識を必要

備考
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とする業務に従事するもの及び獣医師のうち、その者の有

する学歴免許等の資格が「大学６卒」である者で獣医学に

関する専門的知識を必要とする業務に従事するものにこの

表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会

が別に定める。

別表第２６（第１０条関係）

医療職給料表�初任給基準表

獣医師のうち、その者の有

する学歴免許等の資格が「大学６卒」である者で獣医学に

関する専門的知識を必要とする業務に従事するものにこの

表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会

が別に定める。

別表第２６（第１０条関係）

医療職給料表�初任給基準表

職 種 学 歴 免 許 等 初 任 給 職 種 学 歴 免 許 等 初 任 給

医 師
博 士 課 程 修 了 １級３９号給

医 師
博 士 課 程 修 了 １級３７号給

大 学 ６ 卒 １級１５号給 大 学 ６ 卒 １級１３号給

歯 科 医 師 大 学 ６ 卒 １級３号給 歯 科 医 師 大 学 ６ 卒 １級１号給

備考 省略

別表第２７（第１０条関係）

医療職給料表�初任給基準表

備考 省略

別表第２７（第１０条関係）

医療職給料表�初任給基準表

職 種 学 歴 免 許 等 初 任 給 職 種 学 歴 免 許 等 初 任 給

薬 剤 師
大 学 ６ 卒 ２級１７号給

薬 剤 師
大 学 卒 ２級３号給 大 学 卒 ２級１号給

大 学 ６ 卒 ２級１７号給 大 学 ６ 卒 ２級１３号給

獣 医 師 修 士 課 程 修 了 ２級１１号給 獣 医 師 修 士 課 程 修 了 ２級９号給

大 学 卒 ２級３号給 大 学 卒 ２級１号給

診 療 放 射 線 技 師
大 学 卒 ２級３号給

診 療 放 射 線 技 師
大 学 卒 ２級１号給

短 大 ３ 卒 １級１９号給 短 大 ３ 卒 １級１７号給

診療エツクス線技師 短 大 卒 １級１３号給 診療エツクス線技師 短 大 卒 １級１１号給

臨 床 検 査 技 師
大 学 卒 ２級３号給

臨 床 検 査 技 師
大 学 卒 ２級１号給

短 大 ３ 卒 １級１９号給 短 大 ３ 卒 １級１７号給

栄 養 士
大 学 卒 ２級３号給

栄 養 士
大 学 卒 ２級１号給

短 大 卒 １級１３号給 短 大 卒 １級１１号給

衛 生 検 査 技 師
大 学 卒 ２級３号給

衛 生 検 査 技 師
大 学 卒 ２級１号給

短 大 卒 １級１３号給 短 大 卒 １級１１号給

臨 床 工 学 技 士
大 学 卒 ２級３号給

臨 床 工 学 技 士
大 学 卒 ２級１号給

短 大 ３ 卒 １級１９号給 短 大 ３ 卒 １級１７号給

理 学 療 法 士 及 び 大 学 卒 ２級３号給 理 学 療 法 士 及 び 大 学 卒 ２級１号給

作 業 療 法 士 短 大 ３ 卒 １級１９号給 作 業 療 法 士 短 大 ３ 卒 １級１７号給

視 能 訓 練 士
大 学 卒 ２級３号給

視 能 訓 練 士
大 学 卒 ２級１号給

短 大 ３ 卒 １級１９号給 短 大 ３ 卒 １級１７号給

言 語 聴 覚 士
大 学 卒 ２級３号給

言 語 聴 覚 士
大 学 卒 ２級１号給

短 大 ３ 卒 １級１９号給 短 大 ３ 卒 １級１７号給

短 大 ３ 卒 １級１９号給

歯 科 衛 生 士 短 大 ２ 卒 １級１３号給 歯 科 衛 生 士 短 大 卒 １級１１号給

高 校 専 攻 科 卒 １級９号給 高 校 専 攻 科 卒 １級７号給

歯 科 技 工 士
短 大 卒 １級１３号給

歯 科 技 工 士
短 大 卒 １級１１号給

高 校 卒 １級３号給 高 校 卒 １級１号給

あん摩 マ ツ サ ー ジ

指 圧 師

は り 師

き ゆ う 師

柔 道 整 復 師

短 大 ３ 卒 １級１９号給 あん摩 マ ツ サ ー ジ

指 圧 師

は り 師

き ゆ う 師

柔 道 整 復 師

短 大 ３ 卒 １級１７号給

短 大 ２ 卒 １級１３号給 短 大 ２ 卒 １級１１号給

高 校 卒 １級３号給 高 校 卒 １級１号給
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そ の 他
短 大 卒 １級１３号給

そ の 他
短 大 卒 １級１１号給

高 校 卒 １級３号給 高 校 卒 １級１号給

備考 １ 医療職給料表�級別資格基準表の備考第１項に規定

する職員に第１５条第１項の規定を適用する場合におけ

る当該職員の経験年数については、同表の備考第１項

の規定を準用する。

２ 医療職給料表�級別資格基準表の備考第２項に規定

する者に対するこの表の学歴免許等欄の適用について

は、「大学６卒」の区分によるものとする。

別表第２８（第１０条関係）

医療職給料表�初任給基準表

備考 医療職給料表�級別資格基準表の備考 に規定

する職員に第１５条第１項の規定を適用する場合におけ

る当該職員の経験年数については、同表の備考

の規定を準用する。

別表第２８（第１０条関係）

医療職給料表�初任給基準表

職 種 学 歴 免 許 等 初 任 給 職 種 学 歴 免 許 等 初 任 給

保健師 及 び 助 産 師
大 学 卒 ２級１３号給

保健師 及 び 助 産 師
大 学 卒 ２級１１号給

短 大 ３ 卒 ２級７号給 短 大 ３ 卒 ２級５号給

看 護 師
短 大 ３ 卒 ２級７号給

看 護 師
短 大 ３ 卒 ２級５号給

短 大 ２ 卒 ２級３号給 短 大 ２ 卒 ２級１号給

准 看 護 師 准看護師養成所卒 １級３号給 准 看 護 師 准看護師養成所卒 １級１号給

備考 １・２ 省略

３ 准看護師の業務に３年以上従事したことにより保健

師助産師看護師法第２１条第４号の規定に該当した者で

保健師、助産師又は看護師となつたものに対するこの

表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区

分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」

にあつては２級１７号給、「短大２卒」にあつては２級

１１号給とする。

別表第２９（第１０条関係）

中学校・小学校教育職員給料表初任給基準表

備考 １・２ 省略

３ 准看護師の業務に３年以上従事したことにより保健

師助産師看護師法第２１条第４号の規定に該当した者で

保健師、助産師又は看護師となつたものに対するこの

表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区

分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」

にあつては２級１５号給、「短大２卒」にあつては２級

９号給とする。

別表第２９（第１０条関係）

中学校・小学校教育職員給料表初任給基準表

職 種 学 歴 免 許 等 初 任 給 職 種 学 歴 免 許 等 初 任 給

教諭、養護教諭及び栄

養教諭

博 士 課 程 修 了 ２級４３号給

教諭、養護教諭及び栄

養教諭

博 士 課 程 修 了 ２級４１号給

修 士 課 程 修 了
２級２７号給

修 士 課 程 修 了
２級２５号給

専門職学位課程修了 専門職学位課程修了

大 学 卒 ２級１５号給 大 学 卒 ２級１３号給

短 大 卒 ２級５号給 短 大 卒 ２級３号給

講師、助教諭及び養護

助教諭

大 学 卒 １級２３号給
講師、助教諭及び養護

助教諭

大 学 卒 １級２１号給

短 大 卒 １級１３号給 短 大 卒 １級１１号給

高 校 卒 １級３号給 高 校 卒 １級１号給

備考 省略

別表第３０（第１０条関係）

高等学校等教育職員給料表初任給基準表

備考 省略

別表第３０（第１０条関係）

高等学校等教育職員給料表初任給基準表

職 種 学 歴 免 許 等 初 任 給 職 種 学 歴 免 許 等 初 任 給

教諭、養護教諭及び栄

養教諭

博 士 課 程 修 了 ２級３１号給

教諭、養護教諭及び栄

養教諭

博 士 課 程 修 了 ２級２９号給

修 士 課 程 修 了
２級１５号給

修 士 課 程 修 了
２級１３号給

専門職学位課程修了 専門職学位課程修了

大 学 卒 ２級３号給 大 学 卒 ２級１号給

短 大 卒 １級１３号給 短 大 卒 １級１１号給

助教諭、養護助教諭、

講師、実習助手及び寄

宿舎指導員

大 学 卒 １級２３号給 助教諭、養護助教諭、

講師、実習助手及び寄

宿舎指導員

大 学 卒 １級２１号給

短 大 卒 １級１３号給 短 大 卒 １級１１号給

高 校 卒 １級３号給 高 校 卒 １級１号給
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附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１２５号
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県人事委員会委員長 木 村 スズコ

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－

１０２７）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（平成１７年改正条例附則第８項の規定による給料の支給）

第４条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のう

ち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった

職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当することとなっ

た職員（人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項にお

いて「特定職員」という。）を除く。）であって、その者の受け

る給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額（切替日

以降に第１号から第４号までに掲げる場合に該当することとなっ

た職員のうち、平成２１年改正条例の施行の日において減額改定対

象職員である者（同日の翌日以降に第１号に掲げる場合に該当す

ることとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を異

にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合に平成２１

年改正条例の施行の日において減額改定対象職員以外の職員であ

る者となることとなるものを除く。）及び同日の翌日以降に第１

号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の

前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があった

ものとした場合に平成２１年改正条例の施行の日において減額改定

（平成１７年改正条例附則第８項の規定による給料の支給）

第４条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のう

ち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった

職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当することとなっ

た職員（人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項にお

いて「特定職員」という。）を除く。）であって、その者の受け

る給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額（切替日

以降に第１号から第４号までに掲げる場合に該当することとなっ

た職員のうち、平成２１年改正条例の施行の日において減額改定対

象職員である者（同日の翌日以降に第１号に掲げる場合に該当す

ることとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を異

にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合に平成２１

年改正条例の施行の日において減額改定対象職員以外の職員であ

る者となることとなるものを除く。）及び同日の翌日以降に第１

号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の

前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があった

ものとした場合に平成２１年改正条例の施行の日において減額改定

備考 省略

別表第３３（第２２条関係）

昇 格 時 号 給 対 応 表

１ 行政職給料表昇格時号給対応表

備考 省略

別表第３３（第２２条関係）

昇 格 時 号 給 対 応 表

１ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

昇格後の号給 昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１～１１２

１１３

１１４～１１６

１１７

１１８

１１９・１２０

１２１

１２２

１２３

１２４

１２５

省略

省略

省略

省略

５７

５８

５８

５９

５９

５９

６０

省略

１～１１２

１１３

１１４～１１６

１１７

１１８

１１９・１２０

１２１

１２２

１２３

１２４

１２５

省略

省略

省略

省略

５８

５９

５９

６０

６０

６０

６１

省略

２～８ 省略 ２～８ 省略
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対象職員である者となることとなるもの（同日において減額改定

対象職員である者を除く。）にあっては当該各号に定める額に

１００分の９９．１６を乗じて得た額とし、同日において減額改定対象職

員以外の職員（医療職給料表�又は一般職の任期付研究員の採用

等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４６号）第５条第２項に規

定する給料表の適用を受ける職員（以下「医療職給料表�等適用

職員」という。）を除く。以下同じ。）である者（同日の翌日以

降に第１号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、

切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動

があったものとした場合に平成２１年改正条例の施行の日において

減額改定対象職員である者又は医療職給料表�等適用職員である

者となることとなるものを除く。）及び同日の翌日以降に第１号

に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の前

日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったも

のとした場合に平成２１年改正条例の施行の日において減額改定対

象職員以外の職員である者となることとなるもの（同日において

減額改定対象職員以外の職員である者を除く。）にあっては当該

各号に定める額に１００分の９９．３４を乗じて得た額とし、それらの額

に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

第３項において同じ。）に達しないこととなるものには、その差

額に相当する額（職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例

第５７号。以下「職員給与条例」という。）附則第１５項の表又は教

育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号。以下

「教育職員給与条例」という。）附則第１３項の表の給料表欄に掲

げる給料表の適用を受ける職員（法第２８条の４第１項、第２８条の

５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用

された職員を除く。）のうち、その職務の級が職員給与条例附則

第１５項の表又は教育職員給与条例附則第１３項の表の職務の級欄に

掲げる職務の級以上である者（以下「減額対象職員」という。）

にあっては、５５歳に達した日後における最初の４月１日（減額対

象職員以外の者が５５歳に達した日後における最初の４月１日後に

減額対象職員となった場合にあっては、減額対象職員となった

日）以後においては、当該額に１００分の９９を乗じて得た額）から

その半額（その額が１０，０００円を超える場合にあっては、１０，０００

円）を減じた額を、平成１７年改正条例附則第８項の規定による給

料として支給する。

�～� 省略

２ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、

特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定め

る額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額（減

額対象職員にあっては、５５歳に達した日後における最初の４月１

日（減額対象職員以外の者が５５歳に達した日後における最初の４

月１日後に減額対象職員となった場合にあっては、減額対象職員

となった日）以後においては、当該額に１００分の９９を乗じて得た

額）からその半額（その額が１０，０００円を超える場合にあっては、

１０，０００円）を減じた額を、平成１７年改正条例附則第８項の規定に

よる給料として支給する。

３ 省略

（平成１７年改正条例附則第９項の規定による給料の支給）

第５条 人事交流等職員（当該人事交流等職員となった日以降に前

条第１項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除

く。）であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前

日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受け

対象職員である者となることとなるもの（同日において減額改定

対象職員である者を除く。）にあっては当該各号に定める額に

１００分の９９．１６を乗じて得た額とし、同日において減額改定対象職

員以外の職員（医療職給料表�又は一般職の任期付研究員の採用

等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４６号）第５条第２項に規

定する給料表の適用を受ける職員（以下「医療職給料表�等適用

職員」という。）を除く。以下同じ。）である者（同日の翌日以

降に第１号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、

切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動

があったものとした場合に平成２１年改正条例の施行の日において

減額改定対象職員である者又は医療職給料表�等適用職員である

者となることとなるものを除く。）及び同日の翌日以降に第１号

に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の前

日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったも

のとした場合に平成２１年改正条例の施行の日において減額改定対

象職員以外の職員である者となることとなるもの（同日において

減額改定対象職員以外の職員である者を除く。）にあっては当該

各号に定める額に１００分の９９．３４を乗じて得た額とし、それらの額

に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

第３項において同じ。）に達しないこととなるものには、その差

額に相当する額（職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例

第５７号。以下「職員給与条例」という。）附則第１５項の表又は教

育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号。以下

「教育職員給与条例」という。）附則第１３項の表の給料表欄に掲

げる給料表の適用を受ける職員（法第２８条の４第１項、第２８条の

５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用

された職員を除く。）のうち、その職務の級が職員給与条例附則

第１５項の表又は教育職員給与条例附則第１３項の表の職務の級欄に

掲げる職務の級以上である者（以下「減額対象職員」という。）

にあっては、５５歳に達した日後における最初の４月１日（減額対

象職員以外の者が５５歳に達した日後における最初の４月１日後に

減額対象職員となった場合にあっては、減額対象職員となった

日）以後においては、当該額に１００分の９９を乗じて得た額）から

その半額（その額が１０，０００円を超える場合にあっては、１０，０００

円）を減じた額を、平成１７年改正条例附則第８項の規定による給

料として支給する。

�～� 省略

２ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、

特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定め

る額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額（減

額対象職員にあっては、５５歳に達した日後における最初の４月１

日（減額対象職員以外の者が５５歳に達した日後における最初の４

月１日後に減額対象職員となった場合にあっては、減額対象職員

となった日）以後においては、当該額に１００分の９９を乗じて得た

額）からその半額（その額が１０，０００円を超える場合にあっては、

１０，０００円）を減じた額を、平成１７年改正条例附則第８項の規定に

よる給料として支給する。

３ 省略

（平成１７年改正条例附則第９項の規定による給料の支給）

第５条 人事交流等職員（当該人事交流等職員となった日以降に前

条第１項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除

く。）であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前

日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受け

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号
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人事委員会公告

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１２６
平成２３年１２月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則を廃止する規則を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県人事委員会委員長 木 村 スズコ

平成２３年１２月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則を廃止する規則

平成２３年１２月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１１１８）は、廃止する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会公告第１号
平成２４年度愛媛県警察官（男性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験公告

平成２４年３月３０日

愛媛県人事委員会

愛媛県警察本部

愛媛県警察官（男性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験を次のとおり行います。

なお、この試験（大学卒特別募集を除く。）を受けることにより、警視庁（東京都）、神奈川県、大阪府又は兵庫県の警察官になるみち

があります。

１ 受付期間等

受 付 期 間
平成２４年４月３日（火）から４月２３日（月）まで

※郵送の場合は、平成２４年４月２３日（月）までの消印有効

受 付 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

第１次試験日 平成２４年５月１３日（日）

ることとなる給料月額に相当する額（人事委員会の定める職員に

あってはあらかじめ人事委員会の承認を得て定める額とし、当該

職員以外の職員のうち、平成２１年改正条例の施行の日において減

額改定対象職員である者及び同日の翌日以降に人事交流等職員と

なった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものと

した場合に平成２１年改正条例の施行の日において減額改定対象職

員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当

する額に１００分の９９．１６を乗じて得た額とし、同日において減額改

定対象職員以外の職員である者及び同日の翌日以降に人事交流等

職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となった

ものとした場合に平成２１年改正条例の施行の日において減額改定

対象職員以外の職員である者となることとなるものにあっては当

該給料月額に相当する額に１００分の９９．３４を乗じて得た額とし、そ

れらの額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額

とする。第３項において同じ。）に達しないこととなるものに

は、その差額に相当する額（減額対象職員にあっては、５５歳に達

した日後における最初の４月１日（減額対象職員以外の者が５５歳

に達した日後における最初の４月１日後に減額対象職員となった

場合にあっては、減額対象職員となった日）以後においては、当

該額に１００分の９９を乗じて得た額）からその半額（その額が

１０，０００円を超える場合にあっては、１０，０００円）を減じた額を、平

成１７年改正条例附則第９項の規定による給料として支給する。

２・３ 省略

ることとなる給料月額に相当する額（人事委員会の定める職員に

あってはあらかじめ人事委員会の承認を得て定める額とし、当該

職員以外の職員のうち、平成２１年改正条例の施行の日において減

額改定対象職員である者及び同日の翌日以降に人事交流等職員と

なった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものと

した場合に平成２１年改正条例の施行の日において減額改定対象職

員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当

する額に１００分の９９．１６を乗じて得た額とし、同日において減額改

定対象職員以外の職員である者及び同日の翌日以降に人事交流等

職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となった

ものとした場合に平成２１年改正条例の施行の日において減額改定

対象職員以外の職員である者となることとなるものにあっては当

該給料月額に相当する額に１００分の９９．３４を乗じて得た額とし、そ

れらの額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額

とする。第３項において同じ。）に達しないこととなるものに

は、その差額に相当する額（減額対象職員にあっては、５５歳に達

した日後における最初の４月１日（減額対象職員以外の者が５５歳

に達した日後における最初の４月１日後に減額対象職員となった

場合にあっては、減額対象職員となった日）以後においては、当

該額に１００分の９９を乗じて得た額）からその半額（その額が

１０，０ を超える場合にあっては、１０，０００円）を減じた額を、平

成１７年改正条例附則第９項の規定による給料として支給する。

２・３ 省略
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インターネットによる申込みは、４月３日（火）午前８時３０分から４月１６日（月）午後５時１５分までに届いたものに限り、受け付けま

す。

２ 試験区分、採用予定人員及び職務内容等

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、申し込むことができる試験区分は一つに限ります。

試 験 区 分 都 府 県 名 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容 採用予定時期

大 学 卒

愛 媛 県 ５３人程度

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防

及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他

公安の維持に従事します。

警 視 庁 ３人程度

神 奈 川 県 ３人程度 平成２５年４月１日

大 阪 府 ８人程度

兵 庫 県 ３人程度

大 学 卒
特 別 募 集

愛 媛 県 １２人程度 平成２４年１０月１日

大学卒の試験区分を申し込む場合は、第２志望まで選択することができます。ただし、第１志望は必ず愛媛県とし、愛媛県の第１次試

験に合格した場合、第２志望はなかったものとみなします。

また、申込み後の試験区分や志望都府県の変更はできません。

３ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� それぞれの試験について、次に該当する者

試 験 区 分 生 年 月 日 ・ 学 歴 ・ そ の 他

大 学 卒
昭和５７年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた男子で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除

く。）若しくはこれと同等と愛媛県人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等を平成２５年３月
末日までに卒業する見込みの者

大 学 卒
特 別 募 集

ア 昭和５７年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた男子で、大学等を卒業した者又は大学等を平成２４年９月末日までに卒
業する見込みの者

イ 平成２４年１０月１日の採用に応じられる者

ただし、警視庁の受験資格（生年月日）は「昭和５７年５月１５日から平成３年４月１日まで」です。これに該当しない場合は、警視庁を

第２志望とすることはできません。

また、「大学等」に相当するものについては、他の都府県によっては愛媛県と異なる場合がありますので、それぞれの都府県に直接問

い合わせてください。

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区分 試験・検査 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 警察官として必要な一般的知識及び知能について、大学卒業程度の筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時
間３０分）

身 体 検 査 －

警察官として職務遂行上必要な身体を有するかどうかについて、検査を行います。

項 目 基 準

身 長 おおむね１６０㎝以上であること。

体 重 おおむね４７㎏以上であること。

胸 囲 おおむね７８㎝以上であること。

視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以
上であること。

聴 力 完全であること。

そ の 他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

※基準に達しない項目がある場合、教養試験の得点にかかわらず不合格となります。

口 述 試 験 ７５点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３０点 警察官として必要な識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）
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第
２
次
試
験

体 力 検 査 －

警察官として職務遂行に必要な体力を有するかどうかについて、検査を行います。

種 目 基 準

反復横とび ５０回以上／２０秒間

握力 ４５㎏以上（左右の平均）

上体起こし ２５回以上／３０秒間

垂直とび ５５㎝以上

腕立伏臥腕屈伸 ３０回以上

２０ｍシャトルラン ６５回以上

長座体前屈 ４５㎝以上

※基準に達しない種目が４種目以上ある場合、総合得点にかかわらず不合格となります。

適 性 検 査 － 警察官として職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 －
警察官として職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。
なお、弁色力については、次の基準で検査を行います。
○弁色力 職務遂行に支障がないこと。

� 第１次試験合格者は、教養試験の得点の高い順に決定します。ただし、教養試験、身体検査のうち、一定の基準に達しないものがあ

る場合は、得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第２次試験の総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験、検査のうち、一定の基準に達しないも

のがある場合は、総合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲

載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験当日には、身体検査に適した服装を準備してください。

※ 身体検査の基準及び第２次試験の試験方法等は愛媛県のものです。他の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてく

ださい。

５ 試験日、試験会場及び合格発表

区 分 都府県名 試 験 日 試験会場 合格発表

第 １ 次

試 験

愛 媛 県 平成２４年５月１３日（日）

午前 教養試験

午後 身体検査

松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

５月下旬

他の都府県
それぞれの都府県に直接問い合

わせてください。

第 ２ 次

試 験

愛 媛 県 ６月中旬
第１次試験に合格した者に

通知します。

７月中旬

他の都府県 ８月中旬
それぞれの都府県に直接問い合

わせてください。

愛媛県の合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、ホームページ上にも掲載します。

また、合格した者には書面で通知します。

６ 受験手続

� 持参又は郵送による申込み

申
込
用
紙
の
入
手
方
法

直接入手する場合 愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署等で交付します。

郵便により交付を請

求する場合

封筒の表に「警察官（男性・大卒）請求」と朱書し、宛先明記の返信用封筒（定型長形３号、９０円切手貼付）を同封

のうえ、愛媛県人事委員会事務局へ請求してください。

ダウンロードする場

合

下記からダウンロードして、印刷して使用してください。

（申請書等電子配布サービス）

http://www.pref.ehime.jp/sinsei/index.htm

申
込
方
法

窓口で直接申し込む

場合
申込書及び受験票に必要事項を記入して、愛媛県人事委員会事務局へ持参してください。

郵送で申し込む場合

申込書及び受験票に必要事項を記入して、受験票に５０円切手を貼ってください。封筒の表に「警察官（男性・大卒）

申込み」と朱書し、申込書及び受験票を封入し、簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。

簡易書留郵便によらない方法での事故については、一切責任を負いません。
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受
験
票
の
交
付

窓口で直接申し込む

場合

受付後、その場で受験票を交付します。交付された受験票には、最近６箇月以内に撮影した写真（上半身、脱帽、正

面向き、縦６㎝、横４．５㎝）を貼って、試験当日持参してください。

郵送で申し込む場合

４月２４日（火）以降に受験票を郵送します。受験票が届いたら、窓口で直接申し込む場合と同様に写真を貼って、試

験当日持参してください。

受験票が５月２日（水）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� インターネットによる申込み

愛媛県簡易申請システムの手続案内を確認してください。

（愛媛県簡易申請システム）http://www.shinsei-ehime.lg.jp/

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（男性）採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、大学卒は平成２５年４月以降の、大学卒特別募集は平成２４年１０月以降の採用に対するものであり、その有効

期間は、この名簿に記載された日（合格通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、採用候補

者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

また、採用候補者名簿に記載されても、大学卒は平成２５年３月末日までに、大学卒特別募集は平成２４年９月末日までに大学等を卒業

できなかった場合は、採用されません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、６箇月間初任教養を受けた後、県下各警察署に配置さ

れます。

� 警察官の昇任は、誰でも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が与えられ、上級の警

察官への昇進のみちが開けています。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、公安職給料表１級２１号給（現行給

料月額１９８，０４７円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手

当、勤勉手当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

９ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、口頭で開示を請求

することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証、運転免許証等）を持参のうえ、

午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接おいでください。（ただし、

土曜日、日曜日及び祝日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

愛媛県の第１次

試 験 不 合 格 者

第１次試験の得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験又は検査がある者については、順

位に代えて当該試験名又は検査名）

愛媛県の第１次試験合

格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

愛媛県の第２次

試 験 受 験 者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の試験別得点、総合得点及

び総合順位

（ただし、一定の基準に達しない試験又は検査がある者については、総

合順位に代えて当該試験名又は検査名）

愛媛県の第２次試験合

格発表の日から１月間

※ 愛媛県以外の都府県の試験結果の開示については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

１０ 問い合わせ先等

申 込 み 先

問 い 合 わ せ 先

愛媛県人事委員会事務局 採用給与課 任用試験係

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

電話 ０８９－９１２－２８２６

ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

問 い 合 わ せ 先

愛媛県警察本部 警務課

〒７９０－８５７３ 松山市南堀端町２番地２

電話 ０８９－９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２３
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愛 媛 県 以 外 の

都府県に関する

問 い 合 わ せ 先

警視庁採用センター

電話 ０１２０－３１４－３７２

神奈川県警察本部警務課採用係

電話 ０１２０－０３－４１４５

大阪府警察官採用センター

電話 ０１２０－３７０－３１４

兵庫県警察官採用センター

電話 ０１２０－１４５－３１４

�愛媛県人事委員会公告第２号
平成２４年度愛媛県警察官（女性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験公告

平成２４年３月３０日

愛媛県人事委員会

愛媛県警察本部

愛媛県警察官（女性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験を次のとおり行います。

１ 受付期間等

受 付 期 間
平成２４年４月３日（火）から４月２３日（月）まで

※郵送の場合は、平成２４年４月２３日（月）までの消印有効

受 付 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

第１次試験日 平成２４年５月１３日（日）

インターネットによる申込みは、４月３日（火）午前８時３０分から４月１６日（月）午後５時１５分までに届いたものに限り、受け付けま

す。

２ 試験区分、採用予定人員及び職務内容等

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、申し込むことができる試験区分は一つに限ります。

また、申込み後の試験区分の変更はできません。

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容 採用予定時期

大 学 卒 ９人程度
個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、

交通の取締りその他公安の維持に従事します。

平成２５年４月１日

大 学 卒
特 別 募 集

４人程度 平成２４年１０月１日

３ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� それぞれの試験について、次に該当する者

試 験 区 分 生 年 月 日 ・ 学 歴 ・ そ の 他

大 学 卒
昭和５７年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた女子で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除

く。）若しくはこれと同等と愛媛県人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等を平成２５年３月
末日までに卒業する見込みの者

大 学 卒
特 別 募 集

ア 昭和５７年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた女子で、大学等を卒業した者又は大学等を平成２４年９月末日までに卒
業する見込みの者

イ 平成２４年１０月１日の採用に応じられる者

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区分 試験・検査 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 警察官として必要な一般的知識及び知能について、大学卒業程度の筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時
間３０分）

身 体 検 査 －

警察官として職務遂行上必要な身体を有するかどうかについて、検査を行います。

項 目 基 準

身 長 おおむね１５３㎝以上であること。

体 重 おおむね４３㎏以上であること。

視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以
上であること。

聴 力 完全であること。
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そ の 他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

※基準に達しない項目がある場合、教養試験の得点にかかわらず不合格となります。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ７５点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３０点 警察官として必要な識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

体 力 検 査 －

警察官として職務遂行に必要な体力を有するかどうかについて、検査を行います。

種 目 基 準

反復横とび ４０回以上／２０秒間

握力 ２５㎏以上（左右の平均）

上体起こし １５回以上／３０秒間

垂直とび ４０㎝以上

腕立伏臥腕屈伸 １５回以上

２０ｍシャトルラン ３５回以上

長座体前屈 ４５㎝以上

※基準に達しない種目が４種目以上ある場合、総合得点にかかわらず不合格となります。

適 性 検 査 － 警察官として職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 －
警察官として職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。
なお、弁色力については、次の基準で検査を行います。
○弁色力 職務遂行に支障がないこと。

� 第１次試験合格者は、教養試験の得点の高い順に決定します。ただし、教養試験、身体検査のうち、一定の基準に達しないものがあ

る場合は、得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第２次試験の総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験、検査のうち、一定の基準に達しないも

のがある場合は、総合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲

載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験当日には、身体検査に適した服装を準備してください。

５ 試験日、試験会場及び合格発表

区 分 試 験 日 試験会場 合格発表

第 １ 次 試 験
平成２４年５月１３日（日）
午前 教養試験
午後 身体検査

松山南高等学校
（松山市末広町１１番地１）

５月下旬

第 ２ 次 試 験 ６月中旬
第１次試験に合格した者に
通知します。

７月中旬

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、ホームページ上にも掲載します。

また、合格した者には書面で通知します。

６ 受験手続

� 持参又は郵送による申込み

申
込
用
紙
の
入
手
方
法

直接入手する場合 愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署等で交付します。

郵便により交付を請

求する場合

封筒の表に「警察官（女性・大卒）請求」と朱書し、宛先明記の返信用封筒（定型長形３号、９０円切手貼付）を同封

のうえ、愛媛県人事委員会事務局へ請求してください。

ダウンロードする場

合

下記からダウンロードして、印刷して使用してください。

（申請書等電子配布サービス）

http://www.pref.ehime.jp/sinsei/index.htm

窓口で直接申し込む

場合
申込書及び受験票に必要事項を記入して、愛媛県人事委員会事務局へ持参してください。
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申
込
方
法

郵送で申し込む場合

申込書及び受験票に必要事項を記入して、受験票に５０円切手を貼ってください。封筒の表に「警察官（女性・大卒）

申込み」と朱書し、申込書及び受験票を封入し、簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。

簡易書留郵便によらない方法での事故については、一切責任を負いません。

受
験
票
の
交
付

窓口で直接申し込む

場合

受付後、その場で受験票を交付します。交付された受験票には、最近６箇月以内に撮影した写真（上半身、脱帽、正

面向き、縦６㎝、横４．５㎝）を貼って、試験当日持参してください。

郵送で申し込む場合

４月２４日（火）以降に受験票を郵送します。受験票が届いたら、窓口で直接申し込む場合と同様に写真を貼って、試

験当日持参してください。

受験票が５月２日（水）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� インターネットによる申込み

愛媛県簡易申請システムの手続案内を確認してください。

（愛媛県簡易申請システム）http://www.shinsei-ehime.lg.jp/

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（女性）採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、大学卒は平成２５年４月以降の、大学卒特別募集は平成２４年１０月以降の採用に対するものであり、その有効

期間は、この名簿に記載された日（合格通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、採用候補

者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

また、採用候補者名簿に記載されても、大学卒は平成２５年３月末日までに、大学卒特別募集は平成２４年９月末日までに大学等を卒業

できなかった場合は、採用されません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、６箇月間初任教養を受けた後、県下各警察署に配置さ

れます。

� 警察官の昇任は、誰でも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が与えられ、上級の警

察官への昇進のみちが開けています。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、公安職給料表１級２１号給（現行給

料月額１９８，０４７円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手

当、勤勉手当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

９ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、口頭で開示を請求

することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証、運転免許証等）を持参のうえ、

午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接おいでください。（ただし、

土曜日、日曜日及び祝日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第 １ 次 試 験

不 合 格 者

第１次試験の得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験又は検査がある者については、順

位に代えて当該試験名又は検査名）

第１次試験合格発表の

日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第 ２ 次 試 験

受 験 者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の試験別得点、総合得点及

び総合順位

（ただし、一定の基準に達しない試験又は検査がある者については、総

合順位に代えて当該試験名又は検査名）

第２次試験合格発表の

日から１月間

１０ 問い合わせ先等

申 込 み 先

問 い 合 わ せ 先

愛媛県人事委員会事務局 採用給与課 任用試験係

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

電話 ０８９－９１２－２８２６

ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

問 い 合 わ せ 先

愛媛県警察本部 警務課

〒７９０－８５７３ 松山市南堀端町２番地２

電話 ０８９－９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２３

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号

３２９



公営企業管理規程

正 誤

�正 誤

平成２３年１０月１８日付け第２３１１号愛媛県告示第１２１０号（道路の区域

変更（一般国道３７８号））中

�������
�正 誤

平成２３年１０月１８日付け第２３１１号愛媛県告示第１２１１号（道路の供用

開始（一般国道３７８号））中

�愛媛県公営企業管理規程第４号
愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２４年３月３０日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（管理職手当の特例）

４ 省略

５ 当分の間、中央病院長に支給する管理職手当は、第５条第２項

の規定にかかわらず、１４０，９００円とする。

（給料の調整額）

６ 省略

７ 当分の間、医療職給料表�の適用を受ける職員のうち、管理職

手当の支給を受ける職員（その職務の級が４級である者に限

る。）に対し、当該職員の次の表に掲げる公職に応じて同表に掲

げる調整基本額に同表に掲げる調整数を乗じて得た額の給料の調

整額を支給する。

附 則

（管理職手当の特例）

４ 省略

（給料の調整額）

５ 省略

公 職 調整基本額 調整数

中央病院長

１６，５００円

３

病院長（中央病院長を除く。）

中央病院副院長

センター長（別表第２右欄に掲げる区分

が１種に該当する職に限る。）

２

病院副院長（中央病院副院長を除く。）

センター長（別表第２右欄に掲げる区分

が３種に該当する職に限る。）

１

８ 省略

９ 省略

６ 省略

７ 省略

附 則

この管理規程は、平成２４年４月１日から施行する。

ページ 箇 所 誤 正

８８６ 区間欄中
上から１段目 トビガウラ７０７番 トヨウラ７０７番

〃 区間欄中
上から２段目 トビガウラ７０７番 トヨウラ７０７番

ページ 箇 所 誤 正

８８６ 供用開始の区
間欄中 トビガウラ７０７番 トヨウラ７０７番

平成２４年３月３０日 発行

愛 媛 県 報平成２４年３月３０日 第２３５５号

３３０


